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はじめに

本市は、同じような人口規模の都市と比べ施設の保有量が多く、今後も

社会保障費の増加や税収の減少が見込まれる中、多くの施設を維持する

ことは無理だということが、昨年度策定した「松江市公共施設白書」及び

「松江市公共施設適正化基本方針策定委員会」からの提言で分かりました。

このことを重く受け止め、市として策定したものが「松江市公共施設

適正化基本方針」で、これからこの基本方針に基づき、まちづくりの視点

を持ち「無駄な土地・建物は、持たない・買わない・残さない」という   

姿勢で公共施設適正化に取組んでまいります。

今後、将来を担う次の世代にできるだけ負担を残さぬよう、また、新た

な市民ニーズに対応するため、施設の多機能化・複合化等について考えて

いきたいと思います。

その際には、若い世代を含めた市民のみなさま、民間企業の方々と情報

を共有しアイデアをいただきながら、共に考える「共創のまちづくり」を

進めていくとともに、これまでの固定化されてきた考え方や発想を転換さ

せる「逆転の発想」の視点も持ち、スピード感を持って進めていくことが

重要だと考えます。

市民のみなさまにおかれましても、ぜひ自分のこととして受け止めて

いただきたいと思います。

最後に、基本方針の策定にあたり、貴重な意見や提案をいただきました

「松江市公共施設適正化基本方針策定委員会」の委員のみなさまをはじめ、

市民アンケート・施設利用者アンケート等にご協力いただいた市民のみな

さまに心から感謝申し上げます。

平成２６年９月

松江市長 松 浦 正 敬
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第１章 松江市の現状及び課題 



 

 



第１章 松江市の現状及び課題

１． 人口 
（１）将来人口 

・本市の総人口は平成１２年をピーク

は２０.９万人とピーク比微減の

０年間で４.１万人減少（▲２０

・平成２２年の総人口は平成７年

（６６％→６２％）し、老年人口割合

います。さらに、平成５２年の

成は著しく変化します（生産年齢人口割合

・こうした人口構成の変化により

 

 

 

図表 松江市の人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典 松江市資料及び国立社会保障･人口問題研究所

（２）人口動態の特徴 

・中国、近畿、九州地方の県庁所在地

本市の人口減少割合は１２都市中

産年齢人口の減少割合も同様に

・人口減少に伴う公共施設需要の

想され、公共施設の供給・サービスが

近隣県庁所在地に比較して人口減少割合

今後有効活用できない施設が急増

総人口は平成 12 年をピークに

大きく変化→公共サービスに
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松江市の現状及び課題 

をピーク（２１.１万人）に減少傾向にあります

の状況ですが、今後も減少が続き平成５２年には

２０％）する見込みです。 

年とほぼ同じ水準ですが、年齢内訳は生産年齢人口割合

老年人口割合は増加（１７％→２５％）する等、

の総人口は昭和３５年と同水準となる見込みですが

生産年齢人口割合：６４%→５２％、老年人口割合

により、税収減と扶助費の増加は必至と言えます

松江市資料及び国立社会保障･人口問題研究所 平成

県庁所在地（政令市除く、以下「近隣県庁所在地」

都市中４番目に大きく、人口減少問題は深刻な

に４番目に大きくなっています。 

の大幅な減少及び人口構造の変化による市民

・サービスが過剰となる見通しです。 

人口減少割合が大きく深刻な状況にあり、現状の公共施設

急増する可能性あり→人口動態を踏まえた大胆な

をピークに減少傾向にあり今後 30 年で約 20％減少

サービスに対する市民ニーズの変化への適切な対応が必要

にあります。平成２２年現在で

には１６.８万人と３

生産年齢人口割合が低下

、人口構成が変化して

みですが、その人口構

老年人口割合:７%→３８％）。 

えます。 

 

 

平成２５年３月推計）  

」）と比較した場合、

な状況です。また、生

市民ニーズの変化が予

公共施設の配置では

な対応が必要 

減少、更に人口構成も

必要 



図表  将来人口推移<県庁所在地間比較

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市民１人当たりの公有財産

・市債残高の大きさが市民の「現在

大きさは将来の更新・改修コストの

・県庁所在地間で比較した場合、

に高い水準にあります。 

 

 

 

図表  市民１人当たりの公有財産（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典 人口…総務省住民基本台帳、市債…総務省市町村別決算状況調、

公有財産（建物）延床面積…総務省

市民 1 人当たりの公有財産（

水準→中長期の資産と負債の

2 

県庁所在地間比較>※平成２２年の各市人口を１００とする場合

（出典 国立社会保障･人口問題研究所 平成

人当たりの公有財産（建物）延床面積と借金 

現在の負担」の大きさだとすると、公有財産

コストの発生につながる「将来の負担」の大きさでもあります

、市民１人当たりの公有財産（建物）延床面積

（建物）延床面積と市債残高<県庁所在地間比較

人口…総務省住民基本台帳、市債…総務省市町村別決算状況調、

延床面積…総務省公共施設状況調査経年比較表<全て平成

（建物）延床面積と市債残高はともに近隣自治体

の適切な水準を見据えた早急な対策が必要 

とする場合 

平成２５年３月推計）  

 

公有財産（建物）延床面積の

きさでもあります。 

延床面積と市債残高はとも

県庁所在地間比較> 

人口…総務省住民基本台帳、市債…総務省市町村別決算状況調、              

全て平成２４年３月末時点>） 

近隣自治体と比較して高い



（４）地域別人口 

図表 地域別人口動態マップ 

◆過去（平成２年）～現在（平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆現在（平成２５年）～未来（平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-7.7%

市全体

平成 2 年 20 万 3,298 人

平成 25 年 20 万 6,439 人

（+1.5%）

-22.3%

市全体

平成 25 年 20 万 6,439 人

平成 47 年 17 万 5,376 人

（-15.0%）
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平成２５年）…２３年間 

平成４７年）…２２年間 

+3.6%

+4.2%
+32.5%

+11.0%

-22.8%

-24.5% -27.2%

-11.2%

-12.2%

-17.1%
-8.9%

-22.1%

-11.1%

-51.1% -49.9%

-33.8%



＜地域の特徴と人口動向＞ 

旧松江市 

・ 中心市街地の商業地は、大橋川

いる。 

・ 中心市街地周辺地区は、商業・

混在。 

・ 湖北地区の国道４３１号及び一畑電車

・ 忌部地区には、旧市の水がめとなっている

る。 

・ 本庄、朝酌地区は、第五大橋道路

都市圏などとの連携が期待される

 

鹿島町  

・ 北は日本海に面し、三方を山に

日本海側の一部は大山隠岐国立公園

指定。 

・ 日本で唯一、県庁所在地にある

力発電所、現在稼働停止中）。

 

島根町 

・ 北は日本海に面し、三方を山に

に指定。 

・ 大部分は山林で、農家の高齢化等

が進んでいる。特に、集落周辺部

進んでおり、保全対策が必要。

 

 

美保関町  

・ 三方を海に囲まれ、東西に走る

・ 大部分が山地で、急峻な山地を

防災対策などの集落環境の整備

 

 

八束町  

・ 地区の大部分は農地が広がっている

地に指定。 

・ 農業従事者の高齢化や後継者不足等

んでおり、農地の保全・活用が

・ 八束町北西岸の県道が整備され

山陽方面等との交流や連携が期待

 

4 

大橋川の両岸及び幹線道路沿道に広がって 

・業務施設、工業系施設、住居などが 

一畑電車の駅周辺は集落が点在。 

がめとなっている２つの貯水場を有してい 

第五大橋道路が整備され、中心市街地及び米子 

される。 

に囲まれた盆地形状。独特の景観から、

大山隠岐国立公園に、朝日山周辺は県立自然公園

にある原子力発電所が立地する（島根原子

。 

に囲まれ、海岸線は大山隠岐国立公園

高齢化等により、休耕や里山、山林の荒廃

集落周辺部で竹林が拡大し宅地等への浸食が

。 

る分水嶺を骨格とした山地の多い地区。 

を背にした狭隘な土地に家屋が密集し、

整備が必要。 

がっている。中海はラムサール条約登録湿

後継者不足等により、農地の休耕・荒廃が進

が課題。 

され、中心市街地と境港・米子都市圏や

期待される。 

・
・
・

・
・
・

・人口減少 
・年少人口、生産年齢人口減少 
・老年人口は増加 

・人口減少 
・年少人口、生産年齢人口減少 
・老年人口も減少 

・人口大幅減少 
・年少人口、生産年齢人口減少 
・高齢化が大きく進行 

・人口大幅減少 
・年少人口、生産年齢人口減少 
・高齢化が大きく進行 

・人口大幅減少 
・年少人口、生産年齢人口減少 
・高齢化が大きく進行 



宍道町  

・ JR 宍道駅を核として市街地が

の施設が立地。また、宍道湖畔

ている。 

・ 山陰道、松江道の併用や宍道インター

ス性から、交通の要衝としての

 

 

玉湯町  

・ 三方を山に囲まれ、玉造温泉を

から旅館やホテルが多く立地している

・ 国道９号沿いに立地する市街地

都市基盤施設が遅れており、計画的

 

 

八雲町  

・ 北部は南北を流れる意宇川と平地

れている。 

・ 地区北部は市街地に近く、ベッドタウンとして

おり、計画的な土地利用の誘導

 

東出雲町  

・ 企業城下町で、従来の工業系に

系の施設が立地する。宅地造成

人口増加が続いている。 

・ 北部には中海、南部には里山が

品が豊富。 

 

【表 地域区分一覧】 

地域区分 対象となる範囲（旧松江市は公民館区名、支所管内は旧大字名を表示）

橋北 旧松江市橋北地域の各公民館区域（城東、城北、城西、川津、朝酌、持田、

本庄、法吉、古江、生馬、秋鹿、大野）

橋南 旧松江市橋南地域の各公民館区域（白潟、朝日、雑賀、津田、乃木、古志

原、大庭、竹矢、忌部） 
鹿島町 恵曇、古浦、手結、片句、佐陀宮内、佐陀本郷、武代、上講武、南講武、

北講武、名分、御津 
島根町 加賀、多古、大芦、野井、野波

美保関町 美保関、雲津、諸喰、福浦、下宇部尾、森山、笠浦、北浦、千酌、菅浦、

片江、七類 
八束町 波入、入江、寺津、遅江、亀尻、二子、江島、馬渡

宍道町 宍道、昭和、白石、伊志見，佐々布、東来待、西来待、上来待

玉湯町 玉造、湯町、布志名、林、大谷

八雲町 熊野、東岩坂、西岩坂、平原、日吉

東出雲町 揖屋、出雲郷、須田、内馬、今宮、春日、錦新町、錦浜、意宇南、意宇東

下意東、上意東 
 （文章参考 松江市都市計画マスタープラン

5 

が形成され、国道沿いに商業系・工業系

宍道湖畔の干拓地には大規模農地が形成され

インター線による出雲空港とのアクセ

としての重要性が高い。 

を擁する山陰屈指の温泉観光地。古く

している。 

市街地では農地などが多く、また道路等の

計画的な土地利用の誘導が必要。 

平地が広がり、南部は中国山地に囲ま

ベッドタウンとして宅地開発が行われて

誘導が必要。 

に加え、幹線道路沿いに事業系、商業

宅地造成などにより、ベッドタウン化が進み、

が広がり、豊かな自然を活かした特産

 

 （

対象となる範囲（旧松江市は公民館区名、支所管内は旧大字名を表示） 

旧松江市橋北地域の各公民館区域（城東、城北、城西、川津、朝酌、持田、

本庄、法吉、古江、生馬、秋鹿、大野） 
旧松江市橋南地域の各公民館区域（白潟、朝日、雑賀、津田、乃木、古志

恵曇、古浦、手結、片句、佐陀宮内、佐陀本郷、武代、上講武、南講武、

加賀、多古、大芦、野井、野波 
美保関、雲津、諸喰、福浦、下宇部尾、森山、笠浦、北浦、千酌、菅浦、

波入、入江、寺津、遅江、亀尻、二子、江島、馬渡 
宍道、昭和、白石、伊志見，佐々布、東来待、西来待、上来待 
玉造、湯町、布志名、林、大谷 
熊野、東岩坂、西岩坂、平原、日吉 
揖屋、出雲郷、須田、内馬、今宮、春日、錦新町、錦浜、意宇南、意宇東 

・
・
・

松江市都市計画マスタープラン等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 松江市資料） 

 

・人口減少 
・年少人口、生産年齢人口減少 
・老年人口も減少 

・人口減少 
・年少人口、生産年齢人口減少 
・老年人口は増加 

・人口減少 
・年少人口、生産年齢人口減少 
・老年人口も減少 

・人口減少 
・年少人口、生産年齢人口減少 
・老年人口は増加 
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２． 財政 
（１）歳入 

・歳入に占める地方税の割合は約

・普通交付税は、平成２６年度に

し、特例措置がなくなる平成３４

・電源立地地域対策交付金は、今後

エネルギー政策の見直しが進められており

 

 

 

（２）歳出 

・義務的経費（人件費、扶助費、

点で５０％を超えています。 

・扶助費は増加傾向が著しく（県庁所在地別老年人口割合

たが、平成２９年度は２２６億円

みのため、扶助費はさらに増大

 

 

 

 

図表 松江市の歳入・歳出推移 

       ＜歳入＞                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成１７､２４年度実績は松江市一般会計決算概要、平成

図表 合併後の普通交付税算定の特例措置イメージ

 

 

 

 

 

 

 

生産年齢人口の減少による税収減少

ない状況 

義務的経費の割合は既に高く、

の硬直化が進行する見込み→普通建設事業費

国の財源
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269 270

229 217

199 200

94 91

131 130

H28 H29

地方債 その他

943 925

▲
14.0

▲
24.6

約４分の１で、近隣県庁所在地と比較して低い

に合併算定替えによる特例措置が終了するため

３４年度には現行の水準より５７億円程度減少

今後も 27 億円程度で推移していくと見込まれていますが

められており、動向を注視する必要があります

、公債費）の歳出に占める割合は増加しており

 

県庁所在地別老年人口割合８位）、平成１７年度

億円と倍増する見込みです。その後も老年人口

増大していくことが懸念されます。 

 

                  ＜歳出＞

  

年度実績は松江市一般会計決算概要、平成２５～２９年度見通しは松江市中期財政見通し

合併後の普通交付税算定の特例措置イメージ 

税収減少に加え、合併算定替えの特例措置も終了

、さらに高齢化の進展により扶助費が増加し、

普通建設事業費の財源をいかに確保するのかが

市税収入は約 1/4 

財源に依存 

い水準です。 

するため、以後徐々に減少

億円程度減少します。 

まれていますが、国の

があります。 

しており、平成２４年度時

年度は１１８億円でし

老年人口は増加が続く見込

＜歳出＞ 

年度見通しは松江市中期財政見通し） 

 

終了→歳入減は避けられ

、今後ますます財政

するのかが課題 

普通建設事業費は減少傾向 

義 務 的 経

費 の 割 合

高い 



（３）普通建設事業費（一般会計ベース

・ 本市の普通建設事業費の今後の

前後を見込んでいるものの、扶助費

億円を下回る経費しか想定していません

・ 将来更新経費に充当可能な普通建設事業費

と、中期財政見通しにおける平成

・ そこで、平成２４年度の普通建設事業費

平成２９年度の普通建設事業費

円×３７%）となり、現状より

 

図表 普通建設事業費の推移（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）財政指標の比較 

・本市は近隣県庁所在地比較において

ら公債費負担が重く、財政の硬直化

・今後、税収が伸び悩む中、扶助費

まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

財政状況は各指標とも低位で

に悪化の可能性あり→効率的

7 

一般会計ベース）の推移 

の見通しは、新体育館の建設等、平成２７年度

扶助費の増加、市税収入の減少等から、平成

していません。 

普通建設事業費については、前述のような市の

平成２９年度の水準を大きく上回ることは困難

普通建設事業費における公共施設にかかる経費の

普通建設事業費における公共施設にかかる経費を試算すると

より一段と低い水準になることが予想されます

（※エコクリーン松江、松江歴史館にかかる事業費は除く

  （

において各指標とも低位で、特に地方債の残高

硬直化が進んでいます。 

扶助費の更なる増加・老朽化の進む公共施設の

で、今後、想定される普通建設事業費の増加を

効率的な公共施設の資産管理が必要 

年度までは１１０億円

２８年度以降は９０

財政状況から考える

困難と考えられます。 

の割合３７%を用いて、

すると３２億円（８７億

されます。 

事業費は除く） 

 

 

 

（出典 松江市資料） 

 

 

が比較的多いことか

建替えニーズが見込

を地方債で賄うと更



図表 近隣県庁所在地財政指標比較

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）今後の財政制約 

・生産年齢人口割合の低下に伴う

税減少（５７億円）等による歳入

の増加が予想されることから、

額で維持し続けることは困難であると

 

 

 

 

図表 今後１０年間の財政シミュレーション

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 大分市 0.88 1 鳥取市

2 和歌山市 0.79 2 山口市

3 大津市 0.79 3 松江市

4 奈良市 0.75 4 佐賀市

5 那覇市 0.74 5 那覇市

6 津市 0.74 6 大津市

7 山口市 0.65 7 大分市

8 佐賀市 0.63 8 津市

9 宮崎市 0.60 9 宮崎市

10 松江市 0.55 10 長崎市

11 長崎市 0.54 11 和歌山市

12 鳥取市 0.51 12 奈良市

0.68

①財政力指数…財政力の強弱を表す指標。指数が高いほど

②経常収支比率…財政構造の弾力性をあらわす指標。

③実質公債費比率…普通会計が負担する借金返済額の

④将来負担比率…普通会計が将来負担すべき債務の標準財政規模

①財政力指数 ②経常収支比率(％)

平均 平均

（出典）H22,23 実績は総務省決算カード
見通し、H30-H34 のシミュレーションで

想定される財政制約の下で、

→普通建設事業費の節減に

※今後の人口減少等を踏まえ中期財政見通
に普通建設事業費を調整した場合における

将来更新経費年平均額８２．６億円

8 

財政指標比較  

（出典 総務省市町村別決算状況調<平成

う税収減や合併算定替えによる特例措置の終了

歳入の減少に加え、高齢化の進展に伴う扶助費

、平成３０年度以降も普通建設事業費を平成

であると予想されます。 

年間の財政シミュレーション  

鳥取市 83.4 1 佐賀市 6.5 1 大津市

山口市 85.5 2 長崎市 9.2 2 津市

松江市 90.2 3 大津市 9.4 3 山口市

佐賀市 90.2 4 津市 9.8 4 大分市

那覇市 90.4 5 山口市 9.9 5 長崎市

大津市 91.8 6 大分市 10.0 6 宮崎市

大分市 92.3 7 宮崎市 11.1 7 鳥取市

津市 92.7 8 和歌山市 11.5 8 那覇市

宮崎市 93.0 9 奈良市 13.5 9 和歌山市

長崎市 94.8 10 那覇市 14.2 10 松江市

和歌山市 96.9 11 鳥取市 15.0 11 奈良市

奈良市 97.6 12 松江市 18.4 12 佐賀市

91.6 11.5

いほど財源に余裕があると言える。

。比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

の標準財政規模に対する割合。

標準財政規模に対する比率。比率が高いほど将来的に財政が圧迫される可能性

②経常収支比率(％) ③実質公債費比率(％) ④将来負担比率(％)

平均 平均 平均

カード、H24 実績は松江市一般会計決算概要、H25-H2
のシミュレーションで使用した人口推移は国立社会保障・人口問題研究所

、全ての施設を従来通りに更新することは困難

に向け、公共施設総量の削減・施設の長寿命化

中期財政見通し以降の歳入及び普通建設事業費を除く歳出を推計
におけるＨ29 年度普通建設事業費の見込額（87 億円）
億円（後述）との乖離額を算出。 

平成２４年度決算>） 

 

終了に伴う地方交付

扶助費の増加による歳出

２９年度予想値と同

42.1

52.2

66.0

79.1

83.1

93.2

101.4

131.1

137.0

179.0

196.5

-

105.5

可能性が高くなる。

④将来負担比率(％)

H2９見通しは松江市中期財政 
人口問題研究所 H25/3 月推計 

困難な見通し 

長寿命化の検討は不可避 

推計。収支を成り立たせるため
）との乖離額。 
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３． 保有資産の状況と課題 

（１）保有資産の状況 

・ 本市の保有する建物延床面積は、約８８.４万㎡です。そのうち、学校教育系施設が約３２.０万

㎡で全体の３６％を占めています。次いで、公営住宅が約１４.５万㎡（１６％）、スポーツ・

レクリエーション系施設が約１２.１万㎡（１４％）となっています。 

・ スポーツ・レクリエーション系施設や市民文化系施設の面積割合が多いのが特徴となっていま

す。 

 

図表 建物延床面積の内訳（インフラ施設及び未利用施設を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途 延床面積 割合 用途 延床面積 割合 

学校教育系施設 320,419 ㎡ 36.2% 供給処理施設 35,921 ㎡ 4.1% 

公営住宅 144,717 ㎡ 16.4% 産業系施設 16,955 ㎡ 1.9% 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 120,532 ㎡ 13.6% 社会教育系施設 14,721 ㎡ 1.7% 

市民文化系施設 63,874 ㎡ 7.2% 公園 6,719 ㎡ 0.8% 

行政系施設 50,137 ㎡ 5.7% 診療施設 1,775 ㎡ 0.2% 

子育て支援施設 42,326 ㎡ 4.8% その他 27,238 ㎡ 3.1% 

保健・福祉施設 39,162 ㎡ 4.4%    

合 計 884,497 ㎡  

 

学校教育系施設

36.2%

公営住宅

16.4%

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系

施設

13.6%

市民文化系施設
7.2%

行政系施設

5.7%

子育て支援施設

4.8%

保健・福祉施設
4.4%

供給処理施設
4.1%

産業系施設

1.9%

社会教育系施設
1.7%

公園
0.8%

診療施設

0.2%

3.1%

120,532㎡
144,717㎡

320,419㎡

建物延床面積 

88.4 万㎡ 

※図表の数値は端数処理をしているため、100％にならない場合があります。 
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（２）築年別整備状況 

・ 本市が保有する公共施設は、市民１人当たり４.３㎡/人となっています。 

・ 築年別の整備状況をみると、旧耐震基準の建物が３２.８万㎡（３７%）、新耐震基準の建物が

５５.４万㎡で全体の約６３％を占めており、比較的新しい施設が多くなっています。 

・ 古くは、昭和３７年（築５２年経過）ごろから直近まで継続的に整備してきており、年間平均

約１.８万㎡となっています。その中で、昭和４９年から昭和５８年の約１０年間は、学校、公

営住宅、スポーツ施設等を年間約２.６万㎡と集中的に整備しています。さらに、平成に入って

から現在に至るまでは、バブル経済崩壊後、国の景気対策に呼応する形で、特に平成６年以降

１０年間でも学校や観光・保養施設、公営住宅等を年間約２.２万㎡と集中的に整備しています。 

・ 原子力発電所立地による振興策として、電源立地地域対策交付金を財源に、それまで整備が遅

れていたインフラ施設に加え、教育文化施設をはじめとする様々な公共施設を整備しています。 

・ 築３０年以上経過し、老朽化が懸念される施設は、学校が３８％、公営住宅が２６％と割合が

高くなっています。 

 

図表 築年別整備状況（インフラ施設及び未利用施設を除く） 
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（年度）

旧耐震基準施設 32.8万㎡(37.2％) 新耐震基準施設 55.4万㎡(62.8％)

4.3㎡/人

88.4万㎡

スポーツ

築10年未満
14.2万㎡(16%)

築10年以上
22.3万㎡(25%)

築20年以上
15.5万㎡(18%)

築30年以上
26.2万㎡(30%)

築40年以上
8.6万㎡（10%）

築50年以上
1.4万㎡（2%）

築52年
経過

学校・公営住宅
スポーツ、集会施設、
等

年間2.6万㎡建設

学校・観光・保養
公営住宅 等

年間2.2万㎡建設

築30年以上の主な用途 36.2万㎡ 築30年未満の主な用途 52.0万㎡

昭和37年
～平成24
年平均

1.8万㎡ 公営住宅

集会施設

学 校

学校 139,245 38%

公営住宅 93,128 26%

ｽﾎﾟｰﾂ施設 47,896 13%

行政系施設 28,896 8%

学校 173,263 33%

公営住宅 51,589 10%

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・
観光施設・保養施設

49,641 10%

保健・福祉施設 34,602 7%

～

合併後、建設
したもの 

※図表の数値は端数処理をしているため、100％にならない場合があります。 

 不
明 

（年度） 
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幼年人口

生産年齢

人口

老年人口

17.5 万人

19.4 万人
21.1 万人 20.6 万人

19.3 万人

17.5 万人

0

5

10

15

20

25

昭和45年 昭和55年 平成12年 平成25年 平成37年 平成47年

（万人）

学校

学校
公営住宅

公営住宅

ｽﾎﾟｰﾂ施設

ｽﾎﾟｰﾂ施設
観光施設等

行政系施設

保健・福祉施設

5.3 万㎡

29.4 万㎡

67.1 万㎡

88.4 万㎡

0

10
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30

40

50
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80

90

100

昭和45年 昭和55年 平成12年 平成25年 平成37年 平成47年

（万㎡）

９％

69％

23％

65％

15％

60％

14％

31％

57％

12％

34％

55％

11％

平成12年以降
公共施設増加

平成25年比で
老年人口比率

８％増

平成25年比で
生産年齢人口
2.8万人減少

（22％減）

昭和45年とほぼ同じ人口
人口構成が大きく異なる

平成12年をピーク
に人口減少

福祉機能が増える
可能性がある

11％

67％

23％

20％
26％

88.4万㎡

年少

老年人口
生産年齢人口
年少人口

保健福祉施設

その他

市民文化系施設

行政系施設

観光施設等

スポーツ施設

公営住宅

学校施設

（３）公共施設と人口変化 

・ 本市全体の人口推移をみると、平成１２年をピークに減少傾向となっていますが、公共施設は、

平成１２年度以降も学校等の施設整備を行うほか、観光・保養施設等の整備を行っており、増

加しています。今後、平成４７年の人口は、１７.５万人と昭和４５年当時とほぼ同様の人口に

なると予測されます。しかし、人口構成が大きく異なっています。 

・ 今後の人口減少及び人口構成の変化に応じた公共施設の再編、見直しが必要となります。 

図表 人口変化と公共施設整備量 

 

 

 
人 

口 

変 

化
（
万
人
） 
公
共
施
設
整
備
量
（
万
㎡
） 

・学校 

・供給処理施設（エコクリ―ン） 

・観光施設・保養施設     等 

 平成 12 年をピークに人口減少と
人口構成の変化が始まっている。 
 平成 47 年度で 17.5 万人と人口は
昭和 45 年とほぼ同等だが、人口構
成は大きく異なる。 
 これに対して公共施設は、人口減
少以降も保有量は増加してきた。 

 今後は人口構
成に応じた公
共施設のあり
方を検討して
いく必要があ
る。 

S45    S55    H12    H25    H37    H47 

S45    S55    H12    H25    H37    H47 
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（４）日常的な運営管理費の状況 

・公共施設の運営や維持管理に要する日常的な運営管理コストは、厳しい財政状況を反映して、

ここ数年、ほぼ横ばいの状況にあります。 

・今後、施設の老朽化が進めば、修繕費をはじめ、維持管理にかかる経費が増えていくと思われ

ます。 

・公共施設適正化の推進により、施設の総量を減らすとともに、運営形態の見直しや、運営管理

の効率化によって、事業運営にかかる経費、法定点検・清掃などの維持管理経費、光熱水費等

を削減していく必要があります。 

 
【運営管理費の推移】                 
 

 

 

 

 

 

 

※人件費は、運営管理にかかわる職員の人役数に平均給与額を乗じて算出 

※人件費には、小中学校教諭は含まず。本庁・消防署等は庁舎の維持管理担当職員のみを対象                                                                                                                             

※Ｈ２２の運営管理費には、東出雲町分は含まず 

 
図表 運営管理経費の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

内　訳 H22 H23 H24

委託料･消耗品 31.7 37.4 41.0

修繕費 3.1 3.8 4.1

人件費 65.2 68.9 68.6

光熱水費 15.8 15.9 15.5

財産借受料 1.1 1.2 1.3

計 116.9 127.2 130.5
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・Ｈ２２は記録的な豪雪等に伴い光熱水費が高い傾向にあったが、それ以降、ほぼ横ばいの状況

です。 

・光熱水費については、地球温暖化防止対策及び省エネ法に基づくエネルギー使用量削減の取り

組みにより、全庁的に省エネの機運が高まっており、本庁舎へのデマンドメーターの設置、高

圧受電施設の基本料金の見直しといった取り組みによって、確実にコストの削減を行っていま

す。 

・東日本大震災以降、電気料金が値上げ傾向にあることから光熱水費については、一層の経費削

減に向けた取り組みが必要です。 

 
【光熱水費の推移】 

 

 

 

 

 

※Ｈ２２には東出雲町分は含まず 

 
図表 光熱水費の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

H22 H23 H24
電　気 7.7 7.9 7.7
ガ　ス 3.3 3.1 3
上水道 3.8 3.8 3.7
燃　料 1 1.1 1.1
計 15.8 15.9 15.5
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40年間の
更新費用総額

3,305 億円

年更新費用の試算

既存更新分

今後予測される
公共施設普通建設事業費

32.0 億円

82.6 億円

2.6 倍

直近の公共施
設に係る普通
建設事業費
47.0億円/年

最初の10年

93.7億円/年
11～20年

62.0億円/年
21～30年

115.7億円/年
31～40年

59.0億円/年

整
備
方
式
別

施
設
用
途
別

現在までのストック

88.4万㎡

大規模修繕 築31年以上50年未満の公共施設の大規模修繕 建替え

（５）将来更新経費試算 

＜公共施設＞ 

・ 本市が保有する公共施設にかかる将来更新経費は、平成２５年度から平成６４年度までの４０

年間において、一定の条件で積み上げると年平均８２.６億円と試算されます。 

・ これは、過去５年間の公共施設にかかる普通建設事業費約４７億円の約１.８倍の水準であり、

P.７で試算した平成２９年度の公共施設にかかる普通建設事業費３２億円の約２.６倍にあた

ることとなります。つまり、４割弱の更新しかできないという極めて厳しい状況が浮かび上が

ってきます。 

図表 将来更新経費（インフラ施設及び未利用施設を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳しく予測される
普通建設事業費 

３２億円（P.7） 

２.６倍 

建替えピーク 

（学校、公営住宅 

スポーツ、観光） 

大規模改修ピーク 

（学校、公営住宅 

行政系施設等） 

H29 年度の 

公共施設にかかる 

普通建設事業費 

167 
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＜インフラ資産＞ 

・ 本市が保有するインフラ資産（道路（一級・二級幹線市道、その他市道、自転車歩行者道）、

橋りょう、上水道、下水道）の状況は、次のとおりです。インフラ資産も、公共施設と同様、

今後、耐震化及び老朽化等の維持・更新費用が必要とされています。そこで、インフラ資産も、

今後４０年間にかかるコストを総務省が公表している試算ソフトにより算出しました。 

  保有状況  保有状況 

道路 一般道路      １０,８１２,４３４㎡ 

自転車歩行者道     ２,９１１㎡ 

上水道 総延長       ９３３,６６０ｍ 

橋りょう 橋りょう面積       ８４,６６２㎡ 下水道 総延長       ９５２,７９９ｍ 

＜総務省ソフトの試算条件及び試算結果＞ 

１） 道路 

全整備面積を１５年で割った面積の舗装部分を毎年度更新していくと仮定 

４０年間総額 １,３５５.４億円 年平均３３.９億円 

２） 橋りょう 

整備した年度から法定耐用年数６０年を経過した年度に更新すると仮定 

４０年間総額  ４０４.３億円 年平均１０.１億円 

３） 上水道 

   上水道管は、整備した年度から法定耐用年数４０年を経過した年度に更新すると仮定 

４０年間総額  ８２１.２億円 年平均２０.５億円 

４） 下水道 

下水道管は、整備した年度から法定耐用年数５０年を経過した年度に更新すると仮定 

４０年間総額   １,０３７.６億円 年平均２５.９億円 

・ 上記の結果、道路等のインフラ整備にかかる費用として今後４０年間の総額で３,６１８.４億円、

年平均約９０.５億円が必要と予測されます。 

・ なお、インフラ資産については、日常生活を営むうえで最低限必要な施設であることから、長

期的な維持管理を実現していくこととしています。 

・ 本市においては、普通建設事業費の対象となっている資産は、公共施設、道路及び橋りょうと

なっています。また、合併前の東出雲町分の実績は含んでいません。 
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＜全体（公共施設及びインフラ資産）＞ 

・ 公共施設とインフラ資産の全体にかかる将来更新経費は、今後４０年間総額で６,９２３.２億円、

年平均１７３.１億円が必要となり、平成２０年度から２４年度までの公共施設及びインフラ資

産にかかる更新経費（公共施設及びインフラ既存更新分）の平均額７１.８億円の約２.４倍とな

ることが見込まれます。 

 

図表 公共施設及びインフラ資産にかかる更新経費の今後の見通し 

 

 

 

 

[総務省試算ソフトの試算条件] 

■公共施設（建築物） 

（１）耐用年数の設定 

      目標耐用年数 ６０年（日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」） 

（２）更新年数の設定 

     ●建築時より３０年後に大規模改修を行い、６０年間使用して建替え 

     ●現時点で、建設時より３１年以上、５０年未満の施設については、今後１０年間で均等に大規模改

修を行うと仮定 

     ●現時点で、建設時より５１年以上経過しているものは、建替えの時期が近いので、大規模改修は

行わないと仮定 

（３）建替え、大規模改修時の単価設定（※建替えについては、解体費含む。） 

 建替え 大規模改修 

市民文化系、社会教育系、行政系、産業系施設 ４０ 万円/㎡   ２５ 万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系、保健・福祉施設 ３６ 万円/㎡ ２０ 万円/㎡ 

学校教育系、公園、供給処理施設 ３３ 万円/㎡ １７ 万円/㎡ 

公営住宅 ２８ 万円/㎡ １７ 万円/㎡ 
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※単価は、先行して試算に取り組んでいる地方自治体の調査実績や設定単価等をもとに総務省が

設定 

 

■インフラ等 

（１）道路 

 ●全整備面積を１５年で割った面積の舗装部分を毎年度更新していくと仮定 

一般道路      ４,７００  円/㎡ 

自転車歩行者道      ２,７００  円/㎡ 

 

（２）橋りょう 

     ●整備した年度から法定耐用年数６０年を経過した年度に更新すると仮定 

 ＰＣ橋、ＲＣ橋、石橋、その他     ４２５ 千円/㎡ 

 鋼橋     ５００ 千円/㎡ 

        ※PC 橋 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ橋、RC 橋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ橋 

（３）上水道 

 ●上水道管は、整備した年度から法定耐用年数４０年を経過した年度に更新すると仮定 

 ●耐用年数が既に経過している上水道管については、試算した年度から５年間で均等に更新する

と仮定 

●上水処理施設の建築部分及びプラント部分については、公共施設の更新年数と同じ年数で更新

すると仮定 

導水管及び送水管 

～３００㎜未満  １００ 千円/m 

３００～５００㎜未満  １１４ 千円/m 

５００～１０００㎜未満  １６１ 千円/m 

配水管 

～１５０㎜以下   ９７ 千円/m 

～２００㎜以下  １００ 千円/m 

～２５０ ㎜以下  １０３ 千円/m 

～３００ ㎜以下  １０６ 千円/m 

～３５０ ㎜以下  １１１ 千円/m 

～４００ ㎜以下  １１６ 千円/m 

～４５０ ㎜以下  １２１ 千円/m 

～５５０ ㎜以下  １２８ 千円/m 

～６００ ㎜以下  １４２ 千円/m 

 

（４）下水道 

 ●下水道管は、整備した年度から法定耐用年数５０年を経過した年度に更新すると仮定 

     ●耐用年数が既に経過している下水道管については、試算した年度から５年間で均等に更新すると

仮定 

●下水処理施設の建築部分及びプラント部分については、公共施設の更新年数と同じ年数で更新

すると仮定 

管種別 
コンクリート管、塩ビ管、陶管等  １２４ 千円/m 

更生管  １３４ 千円/m 

 

  



18 

４． 課題のまとめ ～公共施設を取り巻く現状～ 

 

人口減少と高齢化の進展 

◆平成１２年をピークに減少しており、今後３０年間で人口は約４.１万人減少（▲２

０％）する見込み。また、地域によって人口動態や都市の状況が大きく異なる。（P.

１～５） 

◆将来人口予測では、平成 4７年約１7.5 万人と昭和 4５年人口とほぼ同等だが、人口

構成は大きく異なる。これに対して、公共施設は人口減少以降、保有量が増加してい

る。（P.１１） 

 

大幅な人口減少、年齢構成の変化、さらには地区毎の格差の拡大に対して、公共施設の配置、 

 規模はどうあるべきか。 

 

 

増大する財政負担 

◆市税収入は、歳入の１/４と低い水準であるのに加え、今後の生産年齢人口の減少に伴

い税収減の見込み。さらに、合併算定替えによる特例措置終了に伴い、平成３４年度

には普通交付税が５７億円減少。（P.６） 

◆高齢化の進展に伴う扶助費の増加等による歳出増が懸念され、今後ますます財政の硬

直化が進行する見込み。（P.６） 

◆実質公債費比率も１８.４%と近隣県庁所在地と比較して高く、これ以上公債費を増や

せない状況。（P.８） 

  

厳しい財政状況の中で、公共施設ニーズの変化及び老朽化の進展にどう対応するか。 

 

 

都市規模と比べ過大な公共施設、建築時期の集中と老朽化の進展 

◆本市が保有する公共施設は、約８８.４万㎡、市民１人当たり４.３㎡/人と多い。（P.

１０） 

◆昭和５０年代及び平成６年以降に建設が集中しており、更新時期には集中的な投資が

必要となる。（P.１４） 

 

将来更新経費は現状の約２.６倍。また、今後１０年間の大規模改修のピーク及び 

２０年後から建替えが増え始め、３０年後のピークにどう対応するか。 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 市民アンケート結果（抜粋） 

 



 

 



19

読んだ

3.9% 知っていたが、

読んではいなかった

15.5%

知らなかった

78.5%

不明

2.1%

読んだ

知っていたが、

読んではいなかった

知らなかった

不明

強い関心を持っている

9.9%

関心を持っている

49.2%

どちらかと言えば関心は

ない
33.2%

関心はない

5.6%
不明
2.2%

強い関心を持っている

関心を持っている

どちらかと言えば関心はない

関心はない

不明

n=131

n=653

n=441

n=74

n=29

n=52

n=206

n=1042

n=28

第２章 市民アンケート結果（抜粋）

・本方針を策定するにあたり、市民の公共施設の利用状況や公共施設に対する意識などを確認す

るため、市民アンケートを実施しました。その一部をご紹介します。

○実施方式

調査期間 ：平成２５年１１月２１日（木）から平成２５年１２月２０日（金）

調査対象 ：平成２５年９月３０日現在、１８歳以上の松江市民３,０００人

      （住民基本台帳から無作為抽出）

実施方法 ：郵送法による無記名アンケート調査方式

有効回収数 ：１,３２８件（有効回収率４４.３％）

【市の公共施設の現状と課題について、あなたはどのくらい関心をお持ちですか？】

【『松江市公共施設白書』（平成２５年７月に公表）を、あなたはご存じでしたか】
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【あなた（ご自身）は市の公共施設（※）をどのくらい利用していますか。数字を１つ○で囲ん

でください。】※不特定の市民が自由に利用する施設を対象としています。

○ 利用頻度が低い方の割合（「ほとんど利用しない」または「利用したことがない」と回答）は、

すべての施設で約７～９割となっている。

○ 利用頻度が高い方の割合（「よく利用している」または「時々利用している」と回答）は、公

民館が２８.２％と最も高くなっている。

3.8 

1.8 

4.1 

0.3 

1.8 

12.7 

0.8 

1.3 

7.8 

1.4 

5.9 

6.3 

5.1 

0.5 

1.9 

1.7 

1.1 

1.0 

12.9 

8.8 

10.0 

2.9 

6.3 

15.5 

4.1 

9.4 

12.6 

17.8 

14.5 

7.5 

10.0 

0.2 

6.6 

4.6 

1.7 

1.5 

48.0 

26.7 

35.2 

23.3 

28.9 

36.4 

31.6 

48.1 

27.3 

48.2 

26.0 

25.6 

24.6 

3.5 

27.3 

20.2 

8.4 

6.5 

29.0 

50.5 

45.9 

68.1 

58.0 

31.9 

58.9 

36.9 

47.5 

28.4 

49.5 

56.0 

55.8 

91.4 

60.1 

69.4 

84.6 

86.6 

6.4 

12.1 

4.7 

5.4 

5.0 

3.5 

4.7 

4.3 

4.7 

4.2 

4.2 

4.6 

4.4 

4.5 

4.2 

4.1 

4.2 

4.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本庁舎

支所

文化ホール（ﾌﾟﾗﾊﾞﾎｰﾙ、

鹿島文化ﾎｰﾙ、しいのみｼｱﾀｰ）

交流イベント施設（国際交流会館、

出雲かんべの里等）

市民活動センター（ｽﾃｨｯｸﾋﾞﾙ）

公民館

松江歴史館、資料館

（歴史民俗資料館、体験資料館等)

名所・旧跡等（松江城、

小泉八雲旧居、武家屋敷等）

図書館（中央、島根、東出雲）

観光施設（ｶﾗｺﾛ広場、ﾌｫｰｹﾞﾙﾊﾟｰｸ、

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝ、ﾒﾃｵﾌﾟﾗｻﾞ等）

保養施設（温泉・宿泊施設）

体育館等（体育館、武道館、ﾌﾟｰﾙ等）

屋外スポーツ施設（ｽﾎﾟｰﾂ公園、

運動広場、ﾃﾆｽｺｰﾄ等）

市民農園

勤労会館（松江テルサ）

保健・福祉センター

老人福祉ｾﾝﾀｰ、

介護予防拠点施設

児童館

よく利用している（月一回以上利用） 時々利用している（2．3カ月に一回程度利用） ほとんど利用しない（半年に一回程度利用）

利用したことがない 不明
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【前問で、「２．ほとんど利用しない」「１．利用したことがない」と回答された方にお聞きしま

す。その理由は主にどのようなことでしょうか。数字を１つ○で囲んでください。】

○ 「施設の存在は知っているが利用する必要がない」がすべての施設で約６～８割となっている。

○ 「施設の存在やサービス内容を知らない」と回答した割合については、市民農園（３５.７％）、

老人福祉センター、介護予防拠点施設（２４.１％）、児童館（２２.２％）、保健福祉センター

（１９.５％）が高くなっている。一方、観光施設（４.４％）、名所・旧跡等（４.８％）、公民

館（６.１％）、体育館等（６.５％）、図書館（６.６％）、野外スポーツ施設（７.７％）、松

江歴史館、資料館（８.１％）、文化ホール（８.２％）が低くなっており、施設毎にばらつきが

見受けられる。

71.5 

66.9 

76.3 

74.0 

73.7 

77.1 

74.0 

78.4 

75.7 

73.7 

62.9 

79.3 

79.1 

57.0 

73.9 

70.1 

67.9 

69.8 

11.2 

14.9 

8.2 

15.2 

14.0 

6.1 

8.1 

4.8 

6.6 

4.4 

17.5 

6.5 

7.7 

35.7 

15.7 

19.5 

24.1 

22.2 

3.1 

2.5 

3.2 

1.6 

2.3 

3.3 

7.5 

4.9 

4.6 

7.0 

4.0 

3.1 

2.8 

1.1 

2.6 

2.1 

1.1 

1.0 

2.9 

3.7 

2.4 

2.1 

2.3 

2.1 

1.6 

1.4 

4.9 

2.1 

3.5 

2.0 

1.7 

0.9 

0.8 

0.8 

0.7 

2.7 

1.9 

2.3 

3.1 

1.2 

1.3 

1.9 

2.1 

6.2 

3.2 

2.2 

1.8 

1.4 

2.2 

1.8 

1.8 

11.2 

12.0 

7.2 

5.3 

5.5 

8.4 

7.6 

9.2 

6.2 

10.7 

6.0 

5.8 

6.5 

4.2 

5.5 

5.3 

4.3 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本庁舎

支所

文化ホール（ﾌﾟﾗﾊﾞﾎｰﾙ、

鹿島文化ﾎｰﾙ、しいのみｼｱﾀｰ）

交流イベント施設（国際交流会館、

出雲かんべの里等）

市民活動センター（ｽﾃｨｯｸﾋﾞﾙ）

公民館

松江歴史館、資料館

（歴史民俗資料館、体験資料館等）

名所・旧跡等（松江城、

小泉八雲旧居、武家屋敷等）

図書館（中央、島根、東出雲）

観光施設（ｶﾗｺﾛ広場、ﾌｫｰｹﾞﾙﾊﾟｰｸ、

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝ、ﾒﾃｵﾌﾟﾗｻﾞ等）

保養施設（温泉・宿泊施設）

体育館等（体育館、武道館、ﾌﾟｰﾙ等）

屋外スポーツ施設（ｽﾎﾟｰﾂ公園、

運動広場、ﾃﾆｽｺｰﾄ等）

市民農園

勤労会館（松江テルサ）

保健・福祉センター

老人福祉ｾﾝﾀｰ、介護予防拠点施設

児童館

施設の存在は知っているが利用する必要がない 施設の存在やサービス内容を知らない 施設、サービス、利用時間、利用料などに不満がある

他の市区、国や都の施設を利用している 民間施設を利用している 不明
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（注）不明を除いた結果である。

【将来も安全で使い易い施設サービスを提供していくために、市では、保有する施設の統廃合や

機能の複合化・多機能化（注）による「総床面積の削減」や「長寿命化」、「まちづくり」、「民

間活力の活用」、「受益者負担の見直し」などの視点を踏まえて、以下の方策を検討しています。

これら市の保有する施設全般に関する方策について、あなたはどう思いますか。数字を１つ○

で囲んでください。】

【賛成・反対状況】

＜用語説明＞

１ 賛成率：「積極的に実施すべき」、「どちらかと言えば実施すべき」の合計の割合。多数決

の観点からの賛成、反対を示したもので、５０％超なら賛成多数となる。

２ 積極的賛成/反対比率：「積極的に実施すべき」を「実施すべきではない」で割った率。特

に強い意志を持つ人だけを対象にその大きさを見たもので、１超なら積極的賛成多数、１未満

なら積極的反対多数である（「どちらかといえば実施すべき」、「どちらかと言えば実施すべ

きでない」を除いた比率である。）。

○ 『利用していない市の土地を売却・賃貸して収入を得る。』が賛成率及び積極的賛成/反対比率

において最も高く評価されている。

○ 一方、『特別な税金等の徴収など市民全体で負担する。』が賛成率及び積極的賛成/反対比率に

おいて最も低く評価されている。

賛成率（％）
積極的賛成／

反対比率
利用していない市の土地を売却・賃

貸して収入を得る。 93.7 30.2
施設の更新（建替え）や管理運営に

民間のノウハウや資金を活用する。 79.2 5.4
現在ある施設の統廃合や機能の複合

化・多機能化（注）によって施設数

を減らす。 79.1 7.5
賛成 施設を補強し長持ちするようにして

（長寿命化）、しばらくの間建替え
ないでおく。 78.1 5.6

近隣自治体と共同で施設を建設・運
営をする。 73.5 3.3

 施設を減らす代わりに民間施設（会
議室スポーツ施設等）の利用に対し

て助成する。 73.0 2.8

中立
地域活動に密着した施設は、地域住
民等が所有し、維持・管理を行う。 57.5 1.5

施設におけるサービスの水準を引き
下げる。 36.3 0.6

反対
利用料を徴収できる施設の料金を引
き上げる。 29.4 0.4

特別な税金等の徴収など市民全体で
負担する。 23.6 0.1

賛成率＝（「積極的に実施すべき」＋「どちらかと言えば実施すべき」）÷全体

積極的賛成／反対比率＝「積極的に実施すべき」÷「実施すべきではない」
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3.7

4.2

9.7

17.8

16.6

22.7

39.4

35.7

34.9

39.0

43.5

32.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～30歳代

n=241

40～60歳代

n=692

70、80歳代

n=269

特別な税金等の徴収など市民全体で負担する。

5.0

9.9

12.5

17.4

19.4

23.5

50.2

45.8

42.3

27.4

24.9

21.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～30歳代

n=241

40～60歳代

n=695

70、80歳代

n=272

利用料を徴収できる施設の料金を引き上げる。

35.2

40.6

40.3

41.9

40.2

36.6

18.2

12.2

12.7

4.7

7.0

10.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～30歳代

n=236

40～60歳代

n=687

70、80歳代

n=268

施設の更新（建替え）や管理運営に民間のノウハウや資金を活用する。

18.7

31.1

37.9

53.1

47.0

46.0

21.6

17.1

10.3

6.6

4.8

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～30歳代

n=241

40～60歳代

n=691

70、80歳代

n=272

施設を補強し長持ちするようにして（長寿命化）、しばらくの間建替えないでおく。

29.0

28.9

25.7

45.4

45.3

43.7

18.9

15.9

17.9

6.7

9.9

12.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～30歳代

n=238

40～60歳代

n=686

70、80歳代

n=268

施設を減らす代わりに民間施設（会議室スポーツ施設等）の利用に対して助成する。

11.4

14.9

13.3

21.2

20.2

28.8

41.9

39.3

35.8

25.4

25.5

22.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～30歳代

n=236

40～60歳代

n=689

70、80歳代

n=271

施設におけるサービスの水準を引き下げる。

56.0

65.5

68.5

36.9

29.6

22.8

4.1

3.7

4.7

2.9

1.1

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～30歳代

n=241

40～60歳代

n=699

70、80歳代

n=276

利用していない市の土地を売却・賃貸して収入を得る。

35.4

44.0

38.6

44.6

35.3

40.1

17.5

15.2

13.6

2.5

5.5

7.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～30歳代

n=240

40～60歳代

n=697

70、80歳代

n=272

現在ある施設の統廃合や機能の複合化・多機能化（注）によって施設数を減らす。

22.8

29.2

28.2

51.1

44.8

44.4

19.4

18.5

15.8

6.8

7.5

11.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～30歳代

n=237

40～60歳代

n=696

70、80歳代

n=266

近隣自治体と共同で施設を建設・運営をする。

16.6

20.3

22.5

40.2

36.3

37.6

32.8

30.8

24.0

10.4

12.7

15.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10～30歳代

n=241

40～60歳代

n=695

70、80歳代

n=271

地域活動に密着した施設は、地域住民等が所有し、維持・管理を行う。

積極的に実施すべき どちらかと言えば実施すべき どちらかと言えば実施すべきでない 実施すべきでない

＜参考：年齢階層別（３区分）の結果＞

○ 消極的賛成を含めた賛成（「積極的に実施すべき」または「どちらかと言えば実施すべき」と

回答）の割合に着目すると、次を除き、年齢階層別で１０.０ポイント未満の差に留まっている。

○ 年齢階層別で１０.０ポイント以上の差が出たものは、『施設を補強し長持ちするようにして（長

寿命化）、しばらくの間建替えないでおく。（１０～３０歳代７１.８%、７０、８０歳代８３.

９%）』、『利用料を徴収できる施設の料金を引き上げる。（１０～３０歳代２２.４%、７０、

８０歳代３６.０%）』、『特別な税金等の徴収など市民全体で負担する。（１０～３０歳代２

１.５%、４０～６０歳代２０.８%、７０、８０歳代３２.４%）』である。

36.0% 32.4%

22.4%

20.8%

83.9%

71.8%

21.5%
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40.7

37.2

40.0

38.8

12.0

17.0

7.4

6.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

旧松江市

n=856

旧八束郡

n=317

施設の更新（建替え）や管理運営に民間のノウハウや資金を活用する。

29.2

33.4

48.7

45.8

16.4

16.7

5.8

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

旧松江市

n=861

旧八束郡

n=323

施設を補強し長持ちするようにして（長寿命化）、しばらくの間建替えないでおく。

29.1

25.8

44.2

46.9

16.8

17.6

9.8

9.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

旧松江市

n=855

旧八束郡

n=318

施設を減らす代わりに民間施設（会議室スポーツ施設等）の利用に対して助成する。

14.0

12.8

22.6

21.8

40.4

36.4

23.0

29.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

旧松江市

n=857

旧八束郡

n=321

施設におけるサービスの水準を引き下げる。

5.6

4.7

17.3

21.5

37.4

33.6

39.8

40.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

旧松江市

n=862

旧八束郡

n=321

特別な税金等の徴収など市民全体で負担する。

63.1

67.8

30.7

26.1

4.1

4.0

2.1

2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

旧松江市

n=872

旧八束郡

n=326

利用していない市の土地を売却・賃貸して収入を得る。

43.4

35.5

39.0

35.8

13.1

21.2

4.5

7.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

旧松江市

n=869

旧八束郡

n=321

現在ある施設の統廃合や機能の複合化・多機能化（注）によって施設数を減らす。

28.2

26.1

46.7

44.1

17.5

20.5

7.6

9.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

旧松江市

n=858

旧八束郡

n=322

近隣自治体と共同で施設を建設・運営をする。

19.5

22.2

37.3

37.5

30.7

27.4

12.5

12.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

旧松江市

n=863

旧八束郡

n=325

地域活動に密着した施設は、地域住民等が所有し、維持・管理を行う。

9.4

9.6

21.2

17.0

46.5

44.9

22.9

28.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

旧松江市

n=866

旧八束郡

n=323

利用料を徴収できる施設の料金を引き上げる。

積極的に実施すべき どちらかと言えば実施すべき どちらかと言えば実施すべきでない 実施すべきでない

＜参考：居住地域別（２区分）の結果＞

○ 消極的賛成を含めた賛成（「積極的に実施すべき」または「どちらかと言えば実施すべき」と

回答）の割合に着目すると、次を除き、居住地域別で１０.０ポイント未満の差に留まっている。

○ 居住地域別で１０.０ポイント以上の差が出たものは、『現在ある施設の統廃合や機能の複合

化・多機能化（注）によって施設数を減らす。（旧松江市８２.４%、旧八束郡７１.３%）』で

ある。

（注）複合化：一つの施設に複数の機能を持たせること。

  多機能化：そのときどきのニーズに合わせて機能を変えられるようにしておくこと。

82.4%

71.3%



第３章 用途別実態把握及び分析・比較

※第３章に掲載している施設概要、建物状況、利用状況、コスト状況について

は、平成２４年度末時点のデータを基に分析しています。
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第３章 用途別実態把握及び分析・比較
≪地域実態マップ≫
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１．市民文化系施設 
（１）文化ホール・交流・イベント施設 
①施設概要 

ホールを含む施設及び交流・イベント等の利用を目的とした施設は１３施設となっています。

固定席のホールや、稼動式・移動席の多目的ホール等、規模・形態も多様な施設が存在していま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②利用状況 

１日当たり利用者数が、総合文化センターのように３００人を超える施設から、１０人に満た

ない施設まで存在しています。 

 

図表 １日当たり利用者数 
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メインホール サブホール
会議室
・研修室

和室 音楽室 視聴覚室 調理室 工房
図書・
資料室

展示ス
ペース

その他
（併設施設等）

1 松江市総合文化センター 橋南 7,606.67 S60年 ●（808席） ●（80席） ● ● ● 中央図書館

2 鹿島文化ﾎｰﾙ 鹿島 1,366.00 H1年 ●(272席） ●

3 八雲林間劇場 八雲 418.26 H7年 ●(108席)

4 松江市市民活動センター 橋南 9,121.74 H3年 ●(203席) ● ● ● ● ●

5 国際交流会館 橋北 2,058.52 H4年
●（143席、
シアター）

● ● ● ● ● ●

6 出雲かんべの里 橋南 1,464.00 H6年 ● ● ● ●

7 鹿島野外音楽堂 鹿島 244.32 H10年
●（野外約
1000名）

8 マリンプラザ 島根 958.30 H10年
●（多目的ス

ペース）
● ●

9 ギャラリーC 宍道 311.18 H6年 ●（約100名） ● ●

10 八雲かやぶき交流館 八雲 202.34 H12年 ●

11 日吉ふれあい会館 八雲 618.00 H5年
●（多目的ス

ペース）
● ● ●

12 ふるさと館 八雲 175.28 H15年 ● ●

13 東出雲ふれあい会館 東出雲 1,755.53 S52年 ● ●
東出雲図書館
揖屋公民館

（参考）

松江市総合福祉センター 橋北 3,996.76 S60年 ●(234席) ● 入浴施設

松江テルサ 橋南 7,487.22 H12年 ●(580席)
●（160席、
シアター）

● ● ● プール・フィットネス

メテオプラザ 美保関 6,106.67 H7年 ●(500席)
フェリーターミナル、
ミュージアム、温浴施設

アルバホール 八雲 2,498.81 H6年 ●(415席) ●
在宅介護支援、子育て
支援センター他

島根県民会館 橋北 16,200.00 S41年 ●（1,619席） ●(576席） ● ● ●

ホール(席数) 併設機能

No. 建築年施設名 地域
延床面積

（㎡）
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③コスト状況 

図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、５億９,００４

万円であり、そのうち施設にかかるコス

トは１億７,８２４万円、事業運営にかか

るコストは２億４,８２１万円、減価償却

費相当額は１億６,３５９万円となって

います。一方、収入は、１億６,１０８万

円であり、４億２,８９６万円の財政負担

が生じています。利用者１人当たりのコ

ストは、収入を除くネットコストで平均

１,４２５円となっていますが、それを大

幅に上回る施設が存在しています。 

 

 

 

④現状比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            補助金等についてはネットコストの計算に含めていません。 

  

 

⑤現状及び課題 

 

 

 

 

 

 

 

 利用者アンケートから、鹿島文化ホール（８１％）、ギャラリーＣ（８５％）、東出雲ふれ

あい会館（７７％）では、地元利用の割合が高くなっている。 
 現状、建築後２０年を超えている施設が多く、今後大規模改修等が必要な施設が増加する。 
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（２）公民館 
①施設概要 

公民館は、地域における生涯学習、社会教育、防犯・防災、福祉、環境など様々な活動の拠点

となっています。さらに、災害時の避難場所や集結場所などにも指定されており重要な施設とな

っています。また、旧松江市の公民館は、当初は市の直営であったが市の財政事情等により、昭和４

１年から各地区の自主的な運営に委ねる公設自主運営方式に順次移行していきました。その後、地方

自治法の改正に伴い、平成１８年９月から指定管理者制度を導入しています。なお、旧八束郡の公民

館についても、順次、公設自主運営方式へ移行しています。市内の各公民館が一体となって市民協働

のまちづくりを推進するため、旧市町村の枠を超えて、市内を５つの公民館ブロックに編成していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧八束郡においては、平成１９年５月の「新松江市における公民館制度最終答申」における旧町村

において、各１館の設置とするとの方針に基づき取り組んでいます。また、平成２４年６月に「支所

と公民館のあり方」の報告書において、施設の複合化も含めた、支所機能と公民館との連携について

の考えを公表し、八雲地域では、平成２５年度に八雲公民館、八雲支所、アルバホールと一体となっ

た複合施設を整備しました。宍道地域では、平成２７年度中の完成を目指して複合施設の整備が進め

られています。 

 

②建物状況 

３４館中１１館（公民館総延床面積２５,４４２.１６㎡のうち９,５４９.５３㎡（３７.５%））が建築

後３０年を経過し、老朽化が進んでいます。 

 

図表 建築年別延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック名 施設数 施設名

松東ブロック 7
朝酌公民館、本庄公民館、持田公民館、川津公民館、島根公民館、美保関公民館、八束公
民館

中央ブロック 6 城北公民館、城西公民館、城東公民館、朝日公民館、白潟公民館、雑賀公民館

松北ブロック 9
法吉公民館、生馬公民館、古江公民館、秋鹿公民館、大野公民館、恵曇公民館、講武公民
館、御津公民館、佐太公民館

松南ブロック 8
竹矢公民館、津田公民館、大庭公民館、古志原公民館、八雲公民館、意東公民館、上意東
公民館、出雲郷公民館

湖南ブロック 4 乃木公民館、忌部公民館、宍道公民館、玉湯公民館
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③利用状況及びコスト状況 

公民館ごとに利用頻度は大きく異なり、中央ブロックの公民館の利用頻度が高くなっています。 

年間トータルコストは、７億３,６９２万円であり、そのうち施設にかかるコストは１億１,０１

２万円、事業運営にかかるコストは５億１,３７６万円、減価償却費相当額は１億１,３０４万円と

なっています。一方、収入は、９,５２８万円であり、６億４,１６４万円の財政負担が生じていま

す。 

 

図表 １日当たり利用者数                           図表 トータルコスト及び収入 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④現状比較 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
⑤現状及び課題 

 
 
 
 

33 29
56

83

39 32
50

105

216

97

65
45

199

122

59
37 29

45
24 16 22 17

89 97 95 98

59
38

12
32

136

39
52

91

0

50

100

150

200

250

朝
酌
公
民
館

本
庄
公
民
館

持
田
公
民
館

川
津
公
民
館

島
根
公
民
館

美
保
関
公
民
館

八
束
公
民
館

城
北
公
民
館

城
西
公
民
館

城
東
公
民
館

朝
日
公
民
館

白
潟
公
民
館

雑
賀
公
民
館

法
吉
公
民
館

生
馬
公
民
館

古
江
公
民
館

秋
鹿
公
民
館

大
野
公
民
館

恵
曇
公
民
館

講
武
公
民
館

御
津
公
民
館

佐
太
公
民
館

竹
矢
公
民
館

津
田
公
民
館

大
庭
公
民
館

古
志
原
公
民
館

八
雲
公
民
館

意
東
公
民
館

上
意
東
公
民
館

出
雲
郷
公
民
館

乃
木
公
民
館

忌
部
公
民
館

宍
道
公
民
館

玉
湯
公
民
館

（人） 

 

建
物
状
況×

利
用
状
況 

比 較 

 利用者アンケートでは、週１回以上利用する人の割合が４３％で、また、地元地域の利用

者が多くなっている。 

 新しい施設の方が、利用状況が良く、老朽化した施設は、利用状況が悪い傾向にある。 
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２．社会教育系施設 
（１）博物館、名所・旧跡等 
①施設概要 

松江城天守をはじめ、旧松江市の城山公園周辺に点在する小泉八雲旧居、武家屋敷などは、建

造物自体が、歴史や文化を伝える貴重な遺産です。また、これらの建造物と共に、松江歴史館は、

松江藩政や城下町の形成、城下の人々の暮らし、藩財政を支えた産業などを紹介しています。 

 

 

②建物状況 

名所旧跡は、歴史的建物として建築後長い時間が経っています。一方、松江歴史館は平成２２

年に建築した新しい建物です。 

 

③利用状況 

現存する１２天守の一つであり、城下町松江のシンボルとなっている松江城を中心に集客され、

利用されています。 

 

図表 １日当たり利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 施設名 地域
延床面積

（㎡）
建築年 施設概要 備考

1 松江城（城山公園） 橋北 2,668.71 K16年

慶長16年（1611）、松江開府の祖・堀尾吉晴が5年の

歳月をかけて築城。全国に現存する12天守の一つ

で、城下町松江のシンボル

2 小泉八雲記念館 橋北 173.72 S8年

松江を世界に紹介した小泉八雲（ラフカディオ・ハー

ン）が愛用していた文机や直筆原稿などを展示して

いる施設

昭和59年改築工事

3 武家屋敷 橋北 346.24 S44年

約275年前の松江藩中級藩士の屋敷で家具調度

品、生活用具を展示している。主屋、門長屋、休憩

所、便所からなる。

昭和57年大規模改修工事

4 松江市茶道文化施設 橋北 660.56 M38年

明々庵は、松江藩主・松平家７代　松平治郷（不昧

公）の好みによって建てられた茶室。隣接する赤山

茶道会館は、本格的な茶道稽古場

5 小泉八雲旧居 橋北 0.00 不明

松江を世界に紹介した小泉八雲（ラフカディオ・ハー

ン）が明治24年6月から5カ月間、セツ夫人と暮らした

屋敷

昭和58年大規模改修工事

借受財産

6 興雲閣 橋北 1,112.94 M36年

明治36年に建設された擬洋風建築の迎賓館。昭和

44年に島根県有形文化財に指定。現在、保存修理

中で、平成27年10月開館予定

明治45年大規模改修工事

7 松江歴史館 橋北 4,203.56 H22年

城下町松江の歴史・文化を紹介する博物館（平成23

年3月19日開館）。本館、復原長屋、長屋門、屋外ト

イレからなる。
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④コスト状況 

図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、４億１８８万円

であり、そのうち施設にかかるコストは８,

２０６万円、事業運営にかかるコストは２

億３,７６８万円、減価償却費相当額は８,

２１４万円となっています。一方、収入は、

１億８,９５６万円であり、２億１,２３２万

円の財政負担が生じています。 

 個別にみると松江城では、収入がトータ

ルコストを５８９万円上回っています。一

方、松江歴史館では、トータルコストから

収入を除いたネットコストが１億９,０３

９万円となっています。 

 

 

⑤現状比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                  補助金等についてはネットコストの計算に含めていません。 

 

 

⑥現状及び課題 
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 松江歴史館は、松江城に次ぐ利用はあるがネットコストは、１億９,０３８万円となってお

り、他の施設と比較し大幅に高くなっている。 
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（２）資料館 
①施設概要 

歴史、民俗等に関する資料を展示する施設となっています。また、海水で塩づくりや脱穀体験

（千歯こき）、陶芸などの体験もできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 宍道蒐古館は休館していたが、平成２５年４月に再開している。 

 松江ホーランエンヤ伝承館及び美保関歴史・生活体験資料館以外の施設については、平成２３

年度に実施した公共施設の事務事業の見直しにおいて、一旦は「展示施設としては休止」を提案

した経過があり、現在までに利用拡大に向けた取り組みを行ってきたところです。 

 

②利用状況 

 資料館の１日当たり利用者数は、他の公共施設

と比較して、極端に少なくなっています。全施設

の年間利用者を合計しても、２３,３９３人とな

っています。 

 また、宍道蒐古館と島根歴史民俗資料館は、希

望者があれば開館しています。 

 

 

 

 

 

③コスト状況                図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、５,３３２万円

であり、そのうち施設にかかるコストは

１,０９９万円、事業運営にかかるコスト

は３,０１９万円、減価償却費相当額は１,

２１４万円となっています。一方、収入

は、１５６万円であり、５,１７６万円の

財政負担が生じています。 

  
 

 

Ｎｏ． 施設名 地域
延床面積

（㎡）
建築年 施設概要 備考

1 松江ホーランエンヤ伝承館 橋北 414.10 S55年 松江歴史館に隣接した資料館 平成23年大規模改修工事

2 美保関歴史･生活体験資料館 美保関 2,690.00 S63年 資料館 平成22年大規模改修工事

3 出雲玉作資料館 玉湯 402.39 S52年 勾玉、玉造に関する石材、資料展示

4 八雲郷土文化保存伝習施設 八雲 541.52 S59年 民具展示施設（小林幸八展開催） 八雲公民館熊野分館

5 鹿島歴史民俗資料館 鹿島 505.00 S62年
土器展示、佐太神能関係資料、増田歩記

念室等

6 島根歴史民俗資料館 島根 278.40 S50年 収蔵施設

収入の合計

156万円

収入の合計
156万円

運営人件費

2,106万円

運営委託料

531万円

人件費 456万円

光熱水費 397万円

委託費 197万円

減価償却相当額

1,214万円
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（万円）

5,332万円

Ｎｏ． 施設名
年間

利用実績
（人）

1 松江ホーランエンヤ伝承館 6,917

2 美保関歴史・生活体験資料館 871

3 出雲玉作資料館 8,437

4 八雲郷土文化保存伝習施設 5,231

5 鹿島歴史民俗資料館 1,937

6 島根歴史民俗資料館 -
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④現状比較 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤現状及び課題 
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 利用者アンケートでは、市外の利用者が３０％を超えている。 

 １日当たり平均利用者数が１５人程度で他の施設と比較して、極端に少なくなっている。 

 老朽化が進んでいる施設が多い。 
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（３）図書館 
①施設概要 

中央図書館は、松江市総合文化センター（プラバホール）内に、島根図書館は島根公民館に、

東出雲図書館は東出雲ふれあい会館内に、それぞれ設置されており、すべて複合施設となってい

ます。 

また、本市では、移動図書館車「本のかけはし だんだん号」により、図書館から遠い地域の

皆様や子どもたちに本を届けています。 

 

 

 

 

 

②利用状況 

 松江市全体での年間貸出者数は１１０,４８１人となっており、そのうち中央図書館での年間貸

出者数が９７,８３７人、８８.６％と９割近くを占めます。 

図表 施設別利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
図表 蔵書数・貸出冊数 
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貸出冊数

蔵書数

（冊）

No. 施設名 地域 建築年 備考

1 中央図書館 橋南 S60年
一般図書

児童図書

289,392冊

89,437冊
総合文化センターとの複合施設

2 島根図書館 島根 H20年
一般図書

児童図書

10,764冊

6,765冊
島根公民館との複合施設

3 東出雲図書館 東出雲 S52年
一般図書

児童図書

11,281冊

10,725冊
東出雲ふれあい会館との複合施設

施設概要
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③コスト状況 

図表 トータルコスト及び収入 

 トータルコストは、全施設で６,２３２万円

となっています。一方、収入は２９万円とな

っており、６,２０３万円の財政負担が生じて

います。 

 維持管理系の経費は、複合施設の主たる側

である、プラバホールや公民館の経費となっ

ていることから、ほとんどのコストは、運営

にかかるコストとなっています。 

 

 

 

 

 

 
④現状比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤現状及び課題 
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 中央図書館では橋南地区の利用者の割合が６２％と高くなっており、また週１回以上利用

する人の割合が４９％と高く利用者は固定的であるといえる。 

 中央図書館の蔵書数が、他の図書館より格別に多くなっており、市民全体が中央図書館を

利用できるようにすることが課題である。 

 県立図書館との役割分担を踏まえ、トータルとしての市民利用について、見極める必要が

ある。 
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000
（万円）

6,232万円



 

 

37 

３．スポーツ・レクリエーション系施設 
（１）観光施設 
①施設概要 

観光施設とし、観光振興のために整備されてきた施設（１５施設）と、宿泊や温泉を有し利用

者の健康増進を図る目的で整備された保養施設（１０施設）を合わせると２５施設と、多数の施

設が存在しています。 

（観光施設）                 （保養施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②利用状況 

年間１０万人以上の利用者を集めている施設が８施設存在している一方で、既に休止状態にあ

る施設や、１日当たりの利用者数が数十人といった施設も存在しています。 

図表 １日当たり利用者数 
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（人） （人） 

No. 施設名 地域
延床面積

（㎡）
建築年  施設構成

1 鹿島多久の湯 鹿島 1,492.28 H15年 温泉施設１

2 マリンハウス加賀 島根 712.00 H3年
管理棟１、コテージ７、
東屋１

3 マリンパーク多古鼻 島根 1,953.22 H15年

管理棟１、コテージ１
５、展望台１、トイレ棟
１

4 松江市ふるさと森林公園 宍道 1,294.81 H5年 管理棟１、宿泊棟

5 大森の湯 宍道 559.00 H13年 温泉施設１

6 古墳の森ケビン 宍道 48.00 H1年 ロッジ４

7 玉造温泉ゆ～ゆ 玉湯 3,898.25 H8年 公衆浴場１

8 ホットランドやくも 八雲 2,236.00 H8年 プール

9 ゆうあい熊野館 八雲 3,112.00 H9年 温泉、宿泊施設等

10 松江市星上山スターパーク 八雲 594.63 H6年 管理棟１、コテージ９

観光施設 保養施設 

No. 施設名 地域
延床面積

（㎡）
建築年  施設構成

1 京店カラコロ広場 橋北 241.37 H8年
西棟、東棟、南棟、公
衆トイレ

2 カラコロ工房 橋北 2,953.63 H12年
本館棟、別棟、工房
棟、回廊、ゲート

3 松江堀川ふれあい広場 橋北 401.18 H9年
堀川観察研修館１、公
衆トイレ１

4 まつえしんじ湖温泉足湯 橋北 24.75 H15年
足湯上屋１、更衣室１

5 松江フォーゲルパーク 橋北 11,921.42 H13年
温室棟、展望台、管理
事務所

6 松江イングリッシュガーデン 橋北 5,350.51 H13年

屋内ガーデン、東屋、
パーゴラ、管理事務
所、予備温室、バス停
留所、陸橋、休憩室

7 松江市島根ダイビングセンター 島根 295.20 H12年
管理棟１、エアー充填
庫１

8 宍道湖しじみ館足湯 橋北 12.88 H21年
足湯上屋１

9 忌部自然休養村・豪農屋敷 橋南 1,367.91 S49年
休憩場１、旧豪農屋敷
１、公衆トイレ２

10 松江市小波キャンプ場 島根 496.41 S60年
管理棟１、炊事棟１、ト
イレ棟１

11 マリンゲートしまね 島根 1,714.00 H3年 貸館施設１

12 メテオプラザ 美保関 6,106.67 H7年 プール、ホール等

13 松江市美保関観光ビュッフェ 美保関 330.19 Ｍ31年 レストラン１

14 いろり茶屋 宍道 353.00 H17年 食堂施設１

15 松江市来待ストーン 宍道 1,251.00 H8年 工芸館１
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③コスト状況 

観光施設の収入は、トータルコストの約２５％となっています。一方、保養施設については、

トータルコストの約６８％、減価償却費を除いたコストの約８５％を収入で賄っている状況とな

っています。 

図表 観光施設トータルコスト及び収入     図表 保養施設トータルコスト及び収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④現状比較 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          補助金等についてはネットコストの計算に含めていません。 

           
⑤現状及び課題 

 

 

 

 

 

 

 利用者アンケートでは、鹿島多久の湯、大森の湯、玉造温泉ゆ～ゆを週１回以上利用する

人は５０％前後おり、固定的な利用者が多いことが分かる。 
 観光施設より、保養施設の方が施設利用収入が多く、コストを賄っている割合も高くなっ

ている。 

利
用
状
況×
利
用
者
一
人
当
た
り
ネ
ッ
ト
コ
ス
ト 

比 較 

利
用
状
況

悪

カラコロ広場・カラ

コロ工房

松江フォーゲル

パーク

松江イングリッシュ

ガーデン

小波キャンプ場

マリンゲートしまね

メテオプラザ

美保関観光

ビュッフェ

いろり茶屋

来待ストーン
鹿島多久の湯

マリンハウス加賀

マリンパーク

多古鼻

ふるさと森林公園

大森の湯

古墳の森ケビン

玉造温泉ゆ～ゆ

ホットランドやくも

ゆうあい熊野館

星上山

スターパーク

平均未満 平均以上

平
均
よ
り
低
い

平
均
よ
り
高
い

コスト状況 低

コスト状況 高

利
用
状
況

良

忌部自然休養村

収入の合計

20,154万円

収入の合計
2億154万円

運営人件費

12,373万円

運営委託料

14,001万円

その他運営費

6,168万円

光熱水費

10,876万円

委託費 5,754万円

減価償却相当額

27,939万円

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000
（万円）

8億 458万円

収入の合計

49,582万円

収入の合計

4億9,582万円

運営人件費

18,117万円

運営委託料

4,718万円

その他運営費
11,887

光熱水費

15,636万円

修繕費 2,310万円
委託費 3,250万円

減価償却相当額

15,035万円

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 
（万円）

7億3,488万円



 

 

39 

802

132 105
135

31

243

24 8 66 41 8 3 58 83 21

196
98

59

245

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

松
江
市
総
合
体
育
館
・
北
運
動
場

松
江
海
洋
セ
ン
タ
ー

矢
田
体
育
館

サ
ン
ラ
イ
フ
松
江

松
江
市
馬
潟
体
育
館

鹿
島
総
合
体
育
館

鹿
島
武
道
館

鹿
島
御
津
地
区
体
育
館

島
根
体
育
館

美
保
関
体
育
館

美
保
関
森
山
地
区
体
育
館

美
保
関
片
江
地
区
体
育
館

八
束
体
育
館

宍
道
体
育
セ
ン
タ
ー

宍
道
武
道
館

宍
道
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

玉
湯
体
育
館

八
雲
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー

東
出
雲
体
育
館

39 25 29 14

576

26
1

29 11 4
57 20 11

56
28 53

1 2

113

0

100

200

300

400

500

600

700

楽
山
公
園

秋
鹿
な
ぎ
さ
公
園

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
公
園

忌
部
地
区
多
目
的
運
動
広
場

松
江
総
合
運
動
公
園

こ
ど
も
ス
ポ
ー
ツ
広
場

鹿
島
片
句
運
動
場

鹿
島
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

島
根
ス
ポ
ー
ツ
広
場

島
根
総
合
公
園

美
保
関
総
合
運
動
公
園

八
束
総
合
運
動
場

八
束
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

宍
道
総
合
公
園

玉
湯
野
球
場

八
雲
山
村
広
場

八
雲
屋
根
付
き
多
目
的
広
場

東
出
雲
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

東
出
雲
中
央
公
園

（２）スポーツ系施設 
① 施設概要 

本市は、体育館、プール等の屋内スポーツ施設は２０施設、屋外スポーツ施設は２１施設、全

体で４１のスポーツ施設を保有しています。体育館等では、８,０００㎡を超える大型施設が２施

設（総合体育館、鹿島総合体育館）あるうえ、旧市町村毎に中核的な屋内スポーツ施設が整備さ

れ、合併後もそのまま引き継がれています。また、体育館等２０施設のうち、１２施設が３０年

以上を経過しており、そのうち、耐震診断未済もしくは耐震補強の必要な施設も残っています 

（体育館等屋内施設）             （屋外施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②利用状況 

平均稼働率が５０％を下回るような施設、稼働率が高くとも、１日当たり利用者数が少ない施

設が存在しています。 

図表 １日当たり利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No. 施設名 地域 建築年
延床面積

（㎡）
大体育

館
小体育

館
プール

柔道・剣
道

施設を
構成する

建物

1 松江市総合体育館・北運動場 橋北 S51年 8,777.00 ● ● ● 体育館1

2 松江海洋センター 橋北 S57年 1,917.30 ●● 体育館1、艇庫1

3 松江市社会体育館 橋南 H7年 1,256.29 体育館１

4 矢田体育館 橋南 S60年 1,290.70 ● 体育館1

5 サンライフ松江 橋南 S61年 1,402.35 ●
体育館1、事務所
1

6 松江市馬潟体育館 橋南 S55年 765.15 ● 体育館1

7 鹿島総合体育館 鹿島 H10年 8,356.43 ● ● ● 体育館1

8 鹿島武道館 鹿島 S55年 1,238.25 ● 武道館1

9 鹿島御津地区体育館 鹿島 S60年 635.08 ● 体育館1

10 島根体育館 島根 S59年 1,968.00 ● 体育館1

11 美保関体育館 美保関 S55年 1,491.98 ● 体育館1

12 美保関森山地区体育館 美保関 S44年 507.00 ● 体育館1

13 美保関片江地区体育館 美保関 S52年 522.00 ● 体育館1

14 八束体育館 八束 S58年 2,649.39 ● 体育館1

15 宍道体育センター 宍道 S49年 1,787.00 ● 体育館1

16 宍道武道館 宍道 S54年 450.00 ● 武道館1

17 宍道Ｂ＆Ｇ海洋センター 宍道 H11年 1,554.69 ●
プール棟1、ト
レーニングルー

ム1

18 玉湯体育館 玉湯 S54年 2,233.96 ● 体育館1

19 八雲構造改善センター 八雲 H2年 1,540.90 ●
八雲構造改善セ

ンター１棟

20 東出雲体育館 東出雲 S55年 3,622.92 ● ● ● 体育館1

No. 施設名 地域 建築年
延床面積

（㎡）
土地面積

（㎡)
野球 テニス

多目

的広

場

施設を
構成する

建物

1 国際交流広場 橋北 0.00 4,409.00 ● 土地のみ

2 楽山公園 橋北 H5年 48.36
11836

(賃借)
● ● 野球場

3 秋鹿なぎさ公園 橋北 H10年 1,188.81 4,075.78
事務所1、艇庫1、

炊事棟1

4 ニュースポーツ公園 橋北 H15年 336.39 59,541.23 クラブハウス2

5 忌部地区多目的運動広場 橋南 0.00 8,884.00 ● 土地のみ

6 松江総合運動公園 橋南 S56年 10,207.99
61,170.05

(賃借)
● ● ●

競技場1、野球場

1、クラブハウス2、

管理棟2、倉庫1

7 こどもスポーツ広場 橋南 H20年 722.00
722

(賃借)
屋根付広場1

8 鹿島片句運動場 鹿島 H1年 23.00 3,114.00 ● トイレ兼倉庫

9 鹿島相撲場 鹿島 S62年 100.00
100

(賃借)
土俵1

10 鹿島グラウンドゴルフ場 鹿島 H17年 66.20 6,125.75 管理棟1

11 島根スポーツ広場 島根 S62年 101.44 31,554.56 ● トイレ1

12 島根総合公園 島根 S60年 112.00
15,000.00

(賃借) ● ●
野球場1、トイレ1、

東屋1、テニスコー

ト(使用不可)

13 美保関総合運動公園 美保関 S63年 1,066.67
15,000.00

(賃借) ● ● ●
管理棟1、野球場

1、トイレ1、倉庫1

14 八束総合運動場 八束 S58年 435.00 21,446.00 ● ●
多目的広場１、野

球場１、事務室１

15 八束テニスコート 八束 H4年 50.00
11029

(賃借)
● クラブハウス1

16 宍道総合公園 宍道 S58年 1,036.48 244.00 ● ● ● 管理棟1、トイレ1

17 玉湯野球場 玉湯 S60年 71.92 29,031.64 ● ●
管理棟1、トイレ1、

倉庫1

18 八雲山村広場 八雲 H17年 336.30 55,974.00 ● ● ●

テニスコート管理

棟１棟、野球場管

理棟１棟、野球場ト

イレ１棟

19 八雲屋根付き多目的広場 八雲 H6年 432.00 1,425.54 ●
屋根付広場1、倉

庫1

20 東出雲グラウンドゴルフ場 東出雲 H13年 192.60
クラブハウス1、駐

輪場1、倉庫1

21 東出雲中央公園 東出雲 S59年 338.74 ● ● ●
野球場1、管理棟

1、倉庫1、トイレ1

（人） （人） 体育館等屋内施設 屋外施設 
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③コスト状況 

 体育館等屋内施設のトータルコストは、６億６,５１０万円から、収入３億４６３万円を除いた

ネットコストは３億６,０４７万円となっています。一方、屋外施設のトータルコスト１億３,５４

４万円から、収入１億１,００８万円を除いたネットコストは２,５３６万円となっています。 

図表 体育館等屋内施設トータルコスト及び収入  図表 屋外施設トータルコスト及び収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④現状比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

⑤現状及び課題 

 
 

 

 

 

 利用者アンケートによると、体育館等を週１回以上利用する人の割合は利用者全体の 

７６％であり、利用者は固定的であるといえる。 
 老朽化が進み、かつ利用状況の低い施設が多く見られる。 
 

利
用
状
況×

建
物
状
況 

比 較 

収入の合計

11,008万円
収入の合計

1億1,008万円

運営人件費

3,168万円

運営委託料

1,335万円

その他運営費 1,490万円

人件費 1,254万円

光熱水費

1,694万円

修繕費 1,047万円

減価償却相当額

2,723万円

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 
（万円）

1億3,544万円

収入の合計

30,463万円

収入の合計
3億463万円

運営人件費

15,291万円

運営委託料

4,553万円

その他運営費

4,034万円

光熱水費

10,691万円

減価償却相当額

24,812万円

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000
（万円）

6億6,510万円

老朽化が進行 問題なし

平
均
以
上

平
均
以
上

平
均
未
満

平
均
未
満

利用状況 良

利用状況 悪

建
物
状
況

良

建
物
状
況

悪
八雲構造改善

センター

松江市総合

体育館・北運動場

松江海洋センター

矢田体育館

サンライフ松江

松江市馬潟

体育館

鹿島総合体育館

鹿島武道館

鹿島御津地区

体育館

島根体育館
玉湯体育館

宍道体育センター

宍道武道館

宍道Ｂ＆Ｇ海洋

センター

八束体育館

美保関体育館

美保関森山地区

体育館

美保関片江地区

体育館

東出雲体育館



 

 

41 

４．産業系施設 
①施設概要 

産業系施設には、産業従事者向けの研究・生産施設や加工・流通施設、販売・展示施設等の機

能を有する施設と、農園等一般市民向けに産業関連の体験機能を提供する施設があり、分野とし

ては農業を中心に、多様な施設を 20 施設保有しています。 

築後２０年未満の施設が１３施設を占めるなど、比較的新しい施設が多くなっています。 

 

 

②利用状況 

 研究・生産施設や加工流通施設を除く市民の利用状況は展示・販売機能を有する施設のうち、

道の駅本庄、島根物産流通センターは、1 日当たり 284 人、110 人と相応の利用者数となって

います。また、八束中国牡丹園は一般開放時期が限定されている中で、1 日当たり 60 人となっ

ています。しかしながら、利用者数の少ない施設も多くあります。 

 一方、農園の利用率は、全体で８0%を超えており、高い利用率を維持しています。 

図表 1 日当たり利用者数 
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1 道の駅本庄 橋北 300.00 H18年 ●

2 鹿島講武生活改善センター 鹿島 181.40 S60年 ● ●

3 鹿島農業支援施設 鹿島 563.76 H17年 ●

4 鹿島・島根栽培漁業振興センター 鹿島 1,446.84 H15年 ●

5 島根菌床きのこ工場 島根 1,842.00 H5年 ●

6
松江市島根物産流通センター

（マリンショップ）
島根 558.00 H5年 ●

7 千酌共同処理加工施設 美保関 121.13 S62年 ●

8 八束中国牡丹園 八束 260.55 H5年 ●

9 展示温室（グリーンステラ） 八束 644.00 H9年 ●
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16
松江勤労者総合福祉センター（松江
ﾃﾙｻ）
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1 湖北ファミリー農園 橋北 331.48 H8年 ● ●

2 やくもアグリパーク 八雲 581.13 H16年 ● ●

3 八雲ふれあい農園 八雲 106.00 H3年 ● ●

4 東出雲ふれあい農園 東出雲 188.17 H8年 ● ●
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③コスト状況 

年間トータルコストは、5 億 2,968 万円であり、そのうち施設にかかるコストは 1 億 4,780

万円、事業運営にかかるコストは 1 億 7,838 万円、減価償却費相当額は 2 億 350 万円となっ

ています。一方、収入は、1 億 6,951 万円であり、3 億 6,017 万円の財政負担が生じています。 

 

図表 トータルコスト及び収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④現状及び課題 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域の産業育成等の事情に応じた多様な施設が２０施設存在しており、一律の評価は困難

である。 
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５．保健・福祉施設 
（１）保健・福祉センター 
①施設概要 

平成１７年に設置した松江市保健福祉総合センターが、本市の保健福祉事業の中核的な施設と

なっています。一方で、各地域の保健・福祉センターでは、福祉団体の拠点施設や、貸館等、提

供しているサービスや管理運営の形態も全く異なり、最近では、子育て支援や、介護保険法に基

づく地域包括支援の場として活用するケースも増えています。 

保健・福祉センターは比較的新しい施設が多く、すべて新耐震基準の建物となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※アルバホール、八雲公民館、八雲支所は、一体となった複合施設として平成２５年度に完成して

います。 

 

②利用状況 

提供しているサービスが異なり、また指定管理者の自主事業もあり利用状況は様々となってい

ます。鹿島保健センター、東出雲保健相談センター、宍道保健センターは、年間利用者数が低迷

しており地域の保健・福祉センターの利用は少なくなっています。 

 

図表 年間利用者数 
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No. 施設名 地域
延床面積

(㎡)
建築年 施設概要

1 松江市鹿島福祉センター 鹿島 3,107.33 H14年
子育て支援センター、会議室、調理実習室、工房、イベントホール、ギャラ
リー、ディサービス施設を有する、文化活動、福祉サービスを提供する施設

2 松江市総合福祉センター 橋北 3,996.76 S60年

松江市社会福祉協議会、松江市老人クラブ連合会、ボランティアセンター、

障害者支援施設等福祉関係の拠点施設となっている。また、入浴施設や座
席数234席の大ホールを有する。

3 松江市保健福祉総合センター 橋南 5,126.21 H17年
保健福祉事業の拠点施設（松江市健康福祉部の一部、子育て支援セン
ター、ファミリーサポートセンター、松江市発達教育相談支援センター「エス

コ」、市立病院健診センター等）

4 鹿島保健センター 鹿島 650.68 S63年 保健福祉事業の地域活動拠点

5 アルバホール 八雲 2,498.81 H6年
座席数415席のホールを有する保健福祉事業の地域活動拠点
（現在、複合施設として再編中）

6 玉湯総合福祉保健センター 玉湯 2,688.44 H11年 子育て支援センター、デイサービスセンター、ショートステイ等を有する施設

7 宍道健康センター 宍道 839.02 H9年 保健相談、子育て支援、地域包括支援等各種事業を実施する拠点施設

8 八束保健福祉総合センター 八束 2,718.14 H11年 健康増進施設（水中走行プール）、デイサービスセンターを有する拠点施設

9 東出雲保健相談センター 東出雲 971.52 H12年
保健相談、子育て支援、ファミリーサポートセンター、地域包括支援事業等、
保健福祉の拠点施設
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③コスト状況 

年間トータルコストは、３億５,６１５万円であり、そのうち施設にかかるコストは１億３,１１

２万円、事業運営にかかるコストは７,６００万円、減価償却費相当額は１億４,９０３万円となっ

ています。一方、収入は、４,６３２万円であり、３億９８３万円の財政負担が生じています。 

 

図表 トータルコスト及び収入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④現状比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              補助金等についてはネットコストの計算に含めていません。 
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（２）デイサービスセンター 

①施設概要 

本市には専らデイサービスを行

の機能を持った複合施設を３箇所

健福祉センター）設置しています

 

 

 

 

 

※在宅福祉サービスセンターは、

※幸町デイサービスセンターは、

 

②利用状況 

デイサービス事業の運営そのものは

間利用者数は最も少ない熊野デイサービス

ンターで６,５６５人となっています

数に比べて低い数値となっています

 

図表 １日当たり利用者数 
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1 在宅福祉サービスセンター 橋北

2 幸町デイサービスセンター 橋南

3 熊野デイサービスセンター 八雲

4 香梅の里 美保関
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行うための施設を４箇所、保健・福祉センター

箇所（鹿島福祉センター、八束保健福祉総合センター

しています。 

、平成 26 年４月１日より休止しています。

、平成 26 年４月１日に民間譲渡いたしました

そのものは、全て、指定管理者等が自主事業として

デイサービスセンターで３,８６５人、最も多い

となっています。在宅福祉サービスセンターの１日当たりの

となっています。 
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③コスト状況 

年間トータルコストは、１億４,９０１万円です。そのうち施設にかかるコストは２,５４５万円、

運営にかかるコストは９,１６２万円、減価償却費相当額は３,１９４万円となっています。一方、

収入は、５,４１３万円であり、９,４８８万円の財政負担が生じています。 

 

図表 トータルコスト及び収入 
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⑤現状及び課題 
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 介護保険法の施行以後、多くの民間事業所がサービスを実施している。 
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（３）老人福祉センター  
①施設概要 

 老人福祉センターは、高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーションなどの場を提供す

る施設として、主に、昭和４０～５０年代にかけて設置したもので、本市には６箇所あります。 

 主に地元集会所として利用されていますが、地域によっては、老人福祉センターとは別に、地

域集会所等の施設が設置されているため、機能が重複している地域があります。 

 

 

 

 

 

 

 

の施設については既に築３０年以上経過しており、老朽化が進んでいる。 

 

②利用状況 

施設合計の利用者数は３万２,２９８人です。施設毎に利用者数にバラつきがあり、恵曇老人福

祉センター、東出雲老人福祉センターの２施設で総利用者の約６３%を占めています。 

 

図表 １日当たり利用者数 
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No 施設名 地域 建築年 延床面積(㎡） 備考

1 御津老人福祉センター 鹿島 S55年 219.34

2 恵曇老人福祉センター 鹿島 S57年 970.21 恵雲公民館

3 大芦老人福祉センター 島根 S48年 700.00

4 加賀老人福祉センター 島根 S54年 236.74

5 美保関老人福祉センター 美保関 S50年 673.29 美保関地区公民館

6 東出雲老人福祉センター 東出雲 S60年 884.95
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③コスト状況 

年間トータルコストは、３,６９２万円です。そのうち施設にかかるコストは１,２５２万円、事

業運営にかかるコストは３６４万円、減価償却費相当額は２,０７６万円となっています。一方、

収入は、６０６万円であり、３,０８６万円の財政負担が生じています。 

 

図表 トータルコスト及び収入 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④現状比較 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

⑤現状及び課題 
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（４）介護予防拠点施設 
①施設概要 

 介護予防拠点施設は、介護保険制度開始に伴って、国及び県の介護予防拠点整備事業を受けた

もので、地域のお年寄りを中心に集会施設として使われています。 

 公民館等の集会施設と機能の重複設置が見られる地域があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の施設以外はすべて平成になってから建設 

 東出雲おちらと村は、介護予防施設としての機能だけではなく、そば打ち体験や竹とんぼ作り

などの木工・竹細工・わら細工体験ができ、世代を超えて楽しめる多機能施設として多くの利用

者があります。 

 

②利用状況 

施設合計の年間利用者数は合計で３万４,６５５人です。 

 

図表 １日当たり利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 施設名 地域 建築年 延床面積（㎡）

1 秋桑すこやか会館 八雲 H7年 351.00

2 別所ほほえみ会館 八雲 H14年 374.65

3 熊野下高齢者交流サロン 八雲 H15年 121.28

4 大明高齢者交流サロン 八雲 H14年 154.84

5 熊野高齢者交流サロン 八雲 H13年 49.89

6 岩坂高齢者交流サロン 八雲 S42年 55.00

7 宍道88健康館 宍道 H16年 175.02

8 みさきの郷 島根 H14年 268.78

9 かかやきハウス 島根 H11年 124.50

10 美保関東ふれあいプラザ 美保関 H15年 145.50

11 美保関西ふれあいプラザ 美保関 H13年 146.50

12 波入地区介護予防拠点施設 八束 H15年 87.15

13 入江地区介護予防拠点施設 八束 H14年 107.68

14 二子地区介護予防拠点施設 八束 H13年 82.25

15 寺津地区介護予防拠点施設 八束 H16年 86.50

16 亀尻地区介護予防拠点施設 八束 H16年 93.04

17 馬渡地区介護予防拠点施設 八束 H16年 158.07

18 遅江地区介護予防拠点施設 八束 H14年 122.01

19 江島地区介護予防拠点施設 八束 S50年 88.15

20 東出雲おちらと村 東出雲 H13年 916.37
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③コスト状況 

年間トータルコストは、４,２７２万円そのうち施設にかかるコストは１,２６７万円、運営にか

かるコストは９５１万円、減価償却費相当額は２,０５４万円となっています。一方、収入は、９

２万円あり、４,１８０万円の財政負担が生じています。 

 

図表 トータルコスト及び収入 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

④現状比較 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑤現状及び課題 
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 公民館等の集会施設と機能の重複設置が見られる地域がある。 
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６．子育て支援施設 
（１）幼稚園・幼保園・保育所 
①施設概要 

旧松江市の幼稚園については、地域の幼稚園から小学校へとつながっていく、幼小一貫した教

育体制の整備を原則として、幼稚園を小学校と併設してきた経緯があります。一方、旧八束郡内

では、統廃合が進み、現在の設置箇所数は、八雲町１、玉湯町２、鹿島町３、東出雲町３となっ

ています。また、民間幼稚園をみると、市立 29 箇所（幼保園含む）に対して、5 箇所となって

います。 

保育所については、直営保育所 14 施設（橋北地域２、橋南地域１、八束町１、八雲町１、鹿

島町２、島根町２、美保関町２、東出雲町３）及び民間の保育所 53 施設（橋北地域 22、橋南

地域 26、玉湯町 2、八雲町 2、東出雲町 1）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 ※内中原幼稚園と末次保育所を統合した城西幼保園が平成２５年度に完成しています。 

 

②建物状況 

本市では、幼稚園、保育所、幼保園を 43 施設、37,947 ㎡を保有しています。 

図表 建築年別延床面積 

 

 

 

 

 

 
 
③コスト状況             図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、26 億 7,672

万円であり、そのうち施設にかかるコス

トは 1 億 8,796 万円、事業運営にかかる

コストは 23 億 1,219 万円、減価償却費

相当額は1億7,657万円となっています。

一方、収入は、10 億 4,714 万円であり、

16 億 2,958 万円の財政負担が生じてい

ます。 

 

 

施設数 施設名

幼稚園 27

母衣幼稚園、城北幼稚園、内中原幼稚園、中央幼稚園、雑賀幼稚園、津田幼稚園、古志原幼稚園、
川津幼稚園、朝酌幼稚園、竹矢幼稚園、忌部幼稚園、大庭幼稚園、生馬幼稚園、持田幼稚園、古江
幼稚園、本庄幼稚園、大野幼稚園、秋鹿幼稚園、恵曇幼稚園、佐太幼稚園、講武幼稚園、八雲幼稚
園、玉湯幼稚園、大谷幼稚園、意東幼稚園、揖屋幼稚園、出雲郷幼稚園

幼保園 2 幼保園のぎ、しんじ幼保園

保育所 14
末次保育所、城東保育所、白潟保育所、御津保育所、美保関西保育所、美保関東保育所、八雲保育
園、恵曇保育所、マリン保育所、野波保育所、意東保育園、揖屋保育園、出雲郷保育園、やつか保育

収入の合計

104,714万円

収入の合計
10億4,714万円

運営人件費

221,583万円

減価償却相当額

17,657万円
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④現状比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          補助金等についてはネットコストの計算に含めていません。 

 

⑤現状及び課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

建
物
状
況×

入
園
率 

比 較 

建
物
状
況×

園
児
一
人
当
た
り
ネ
ッ
ト
コ
ス
ト 

比 較 

 幼稚園の入園率が低くなっている一方、保育所の入園率が高くなっており、利用者のニー

ズとのギャップがある。 

 老朽化が進んでいる施設が多くなっている。 
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（２）児童クラブ 

①施設概要 

 児童クラブは、保護者が労働等で昼間家庭にいない、主に小学校低学年に対して、身近な社会

施設を利用し、適切な遊びや集団生活の場を提供し、健全な育成を図るために整備された施設で

す。 

 主として、小学校の余裕教室等の利用や敷地内の専用施設で運営しています。運営は、各地区

に設けられた運営委員会等を指定管理者に指定し、事業委託して実施しています。 

 

 ※竹矢第２児童クラブ、城西地区第３児童クラブが平成２５年度に完成しています。 

 

②建物状況 

 児童クラブについては、古い建物の割合は小さくなっています。また、小学校等に併

設されているものもあります。 

 

図表 建築年別延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 施設数 施設名

橋北地域 16

持田児童クラブ、川津児童クラブ、城西地区児童クラブ、本庄児童クラブ、城北児童クラブ、朝
酌児童クラブ、城東地区児童クラブ、城西地区第２児童クラブ、川津第２児童クラブ、比津児
童クラブ、比津第２児童クラブ、生馬児童クラブ、大野児童クラブ、秋鹿児童クラブ、古江地区
児童クラブ、城西地区児童クラブ分室

橋南地域 12
雑賀児童クラブ、古志原地区児童クラブ、古志原地区第２児童クラブ、中央児童クラブ、中央
第２児童クラブ、竹矢児童クラブ、乃木児童クラブ、乃木第２児童クラブ、大庭地区児童クラ
ブ、大庭地区第２児童クラブ、津田児童クラブ、いんべ児童クラブ

玉湯地域 1 玉湯児童クラブ
東出雲地域 4 出雲郷児童クラブ、出雲郷第2児童クラブ、揖屋児童クラブ、意東児童クラブ
鹿島地域 1 恵曇児童クラブ
宍道地域 2 しんじっ子クラブ（保育所、宍道）、きまちみちくさクラブ
八雲地域 2 やくも児童クラブ、やくも児童クラブ分室
美保関地域 1 美保関児童クラブ
八束地域 1 八束っ子児童クラブ
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③コスト状況 

図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、３億８２９万円

であり、そのうち施設にかかるコストは２,

８６３万円、事業運営にかかるコストは２

億６,３６０万円、減価償却費相当額は１,

６０６万円となっています。一方、収入は、

１億９,９５１万円であり、１億８７８万円

の財政負担が生じています。 
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             補助金等についてはネットコストの計算に含めていません。 

 
⑤現状及び課題 
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 利用率が低く、コストが高くなっている施設がある。 

 今後も、利用ニーズが増えることが見込まれる。 

収入の合計

19,951万円

収入の合計
1億9,951万円

運営人件費
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（３）児童館等 

①施設概要 

地域において児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目

的とした児童福祉施設等であり、地域別の設置状況は、旧松江市２箇所、八雲町１箇所となって

います。 

 

 

 

 

 

②建物状況 

 建物は比較的新しいものとなっています。 

図表 建築年別延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③利用状況 

 全ての施設を無料で利用できるようになっています。 

図表 年間利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 施設名 地域名 延床面積（㎡） 建築年 施設概要

1 魚瀬世代間交流会館 橋北 209.24 H14年 世代間交流会館（旧児童館）

2 八雲児童センター 八雲 399.00 H11年
八雲児童センター（どんぐり館）は児童館・児童ク
ラブ・障がい者活動支援施設の複合施設

3 東津田児童館 橋南 322.00 H19年 児童館
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運営人件費

1,600万円

その他運営費

238万円

人件費 217万円

光熱水費 182万円

減価償却相当額

1,086万円
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3,573万円

収入の合計

110万円

収入の合計
110万円

④コスト状況 

 図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、３,５７３万円

であり、そのうち施設にかかるコストは

５６９万円、事業運営にかかるコストは

１,９１８万円、減価償却費相当額は１,０

８６万円となっています。一方、収入は、

１１０万円であり、３,４６３万円の財政

負担が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤現状比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥現状及び課題 
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７．診療施設 
（１）診療所  
①施設概要 

市営診療所は、鹿島町、島根町、八雲町、宍道町に設置されています。市は、施設と設備の提

供及び修繕等のハード管理を担当し、診療経費や光熱水費の支払いや診療報酬の収受は病院側の

経理となっています。 

 

 

 

 

 

②建物状況 

図表 建築年別延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③利用状況 

 来待診療所は年間１万 5 千人超に利用されている一方で、講武診療所は 1,000 人程度の利用

となっており、診療所により利用者数が大きく異なっています。 

 

図表 年間利用者数 
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地域 施設数 施設名

鹿島 2 講武診療所、鹿島歯科診療所

島根 2 野波診療所、野波歯科診療所

八雲 2 岩坂診療所、熊野診療所

宍道 1 来待診療所
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④コスト状況 

図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、3,653 万円で

あり、そのうち施設にかかるコストは

1,399 万円、事業運営にかかるコストは

851 万円、減価償却費相当額は 1,403

万円となっています。一方、収入は、

1,030 万円であり、2,623 万円の財政

負担が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤現状比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           補助金等ついてはネットコストの計算に含めていません。 

 

 

⑥現状及び課題 

 

 

 

 

 

 

 

 施設により、利用状況と利用者 1 人当たりのコストに大きな違いがある。 

 診療所は建物及び医療設備の老朽化が進んでおり、今後、改修が増えることが見込まれる。 
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８．行政系施設 
（１）本庁舎、支所 
①施設概要 

本庁舎は、昭和３７年に建設され、現在、築後５０年を迎えました。その間、行政事務のボリ

ュームが大きくなるに従い、近隣の建物を買収して複数の別館を有しています。また、平成１７

年の市町村合併を機に西棟を増築するとともに、防災の拠点施設としています。 

支所は、住民に身近な存在として、地域の特徴に応じた、観光・産業振興を図るとともに、住

民票の発行、福祉関係の書類の受付、道路等の現場維持管理等を行っています。 

 

 ※八雲支所、八雲公民館、アルバホールは、一体となった複合施設として平成２５年度に完成して

います。 

②建物状況 

老朽化が進んでいる建物が多くなっています。特に、本庁舎は、昭和３７年に建設され、日常

的な設備の不具合、建物の毀損等が多発しています。 

図表 建築年別延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③コスト状況              図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、１７億４,６４９

万円であり、そのうち施設にかかるコスト

は２億２２６万円、事業運営にかかるコス

トは１４億１,０６２万円、減価償却費相当

額は１億３,３６１万円となっています。一

方、収入は、１,２８３万円であり、１７億

３,３６６万円の財政負担が生じています。 
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20,096.11
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④現状及び課題 

 

 

 

 

 

 

 

⑤老朽化している本庁舎の整備について 

（ア）庁舎の現状 

建物 建築年 構造 延床面積 
耐震診断 

実施年次 Is 値 

本館本棟 昭和３７年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ３F ５,１０７㎡ 平成１９年度 ０.５４ 

本館北棟 昭和３７年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ３F ２,０４９㎡ 平成１９年度 ０.５４ 

別館 昭和５５年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ５F ３,６１９㎡ 平成２０年度 ０.４８ 

旧別館 昭和５３年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ３F １,００４㎡ 平成２０年度 ０.７３ 

第２別館 昭和５１年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ５F ６９０㎡ 平成２０年度 ０.４２ 

第４別館 昭和４６年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ６F ３,０１８㎡ 平成１９年度 ０.２９ 

本館西棟 平成１７年 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ５F ２,８３７㎡ 未実施 新耐震基準 

 

（イ）現庁舎の問題点 

①築５０年以上を経過し老朽化が著しく、建築基準法第１２条点検においても危険箇所があ

ることが指摘されている。（壁や天井のコンクリートの剥離・落下が発生している。） 

②電気・空調・給排水設備等についても建設当初のものがほとんどそのまま使用され、根本

的な設備更新がされないまま、対症療法的な修繕や改修を繰り返しているため、設備の本

来の機能が果たされていない。また、現行法令に適合していない設備も存在しており、こ

れらの設備を更新すると芋づる式にほぼすべての建築設備を更新する必要が生じる。 

③耐震性能が低く、倒壊の恐れがある。 

④庁舎が分散しており、来庁者にも分かりにくいなど、非効率な行政サービスとなっている。 

⑤増改築を繰り返してきたことから、エレベーターで行けないフロアがあるなど、完全なバ

リアフリー化の実現が困難である。 

⑥データ化されていない住民情報が多く庁舎内に存在しているため、災害発生時に庁舎が損

壊した場合、そうした住民情報まで失われる恐れがある。 

 

（ウ）市庁舎に求められるもの 

①安心・安全の拠点として市民の暮らしを守る庁舎であること。 

②すべての人に分かりやすく、利用しやすい庁舎であること。 

③行政サービスを機能的・効率的に提供できる庁舎であること。 

④地球環境にやさしい環境配慮型庁舎であること。 

⑤市民が気軽に立ち寄ることのできる、魅力ある庁舎であること。 

 本庁舎は、本館８,０７３㎡ほか６棟に分散（計２０,４３９㎡）しており利用者の便が悪い。 
 西棟（平成１７年築、２,８３７㎡）を除き、全てが築３０年以上経過しており老朽化が進

んでいる。特に、本庁舎本館は、築後５０年以上を経過して老朽化が進んでいる。 
 旧町村の８支所の建物が現存しており、合計で２０,０９６㎡の延面積となっており、本庁

舎とほぼ同じ面積がある。 
 ８支所のうち、５箇所が３０年以上経過して老朽化が進んでいる。 
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（エ）整備の考え方について 

①庁舎は、地震等の災害が発生した時には、市民を守る司令塔にならなければならず、市民

が避難したり、自衛隊、消防隊、ボランティアの人達が全国から集まってくることを考え

ると、有事に備え、最優先で安全を確保しなければならない施設である。 

②一般的には、学校などを優先的に改修・建替えしているのに対して、庁舎の改修・建替え

は先送りされ、公共施設の中でも一番劣化が進んでいるのが実態である。実際、東日本大

震災の時も学校が倒壊した事例は無かったが、庁舎は、大小合わせると３８件、一番遠い

ところでは、神奈川県藤沢市の庁舎が倒壊している。 

③公共施設白書の試算では、約３０年後に施設の改修や建替えといった更新のピークが来る

と予想されることから、向こう３０年間のトータルコストを最小化するという視点に立っ

て整備方法を選択する必要がある。単純に目先の費用が安い方を選択して、結果的に財政

状況が一段と厳しい時期に更なる投資を行うことのないよう慎重に判断しなければなら

ない。 

 

（オ）ライフサイクルでの観点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 環境負荷低減とは、断熱性能の向上、太陽光発電の導入、高効率・高耐久機器の導入等を想定 

※２ 建替え時の建物整備レベルは、高耐久、長寿命、各部位の整備レベルＵＰを想定 

 

（カ）庁舎整備に関する「松江市公共施設適正化基本方針策定委員会」からの意見 

前記の現状及び問題点等から建替えの時期であると考察するが、躯体設備の性能に関する各

種調査の結果を踏まえて総合的に判断すべきである。 

 

（キ）庁舎整備に関する市としての考え方 

  委員会からいただいた提言及び建築機械設備の現況調査や建物の残存耐用年数調査などの

結果を総合的に検討したうえで、庁舎整備の方向性について判断する。 

 

建
替
え

20年 40年10年0年 30年 60年50年 70年 90年80年 100年

建
替
え

既
存
庁
舎
の
大
規
模
改
修
・
耐
震
補
強

Ｂ
案

Ａ
案

大規模改修＋耐震補強

大規模改修＋耐震補強＋環境負荷低減

現在
築52年

経年による
機能・性能の劣化

建替え

（躯体の耐久性調査より）
（約80年）

解体

0年

経年による
機能・性能の劣化

修繕 大規模改修

修繕

解体・建替え

修繕 大規模改修

修繕

修繕による
機能の回復

大規模改修による
機能の向上

（建替え後は下段と同様のサイクル）

（大規模改修）

（大規模改修）

（※1）

（※2）

（※2）
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（２）消防署・出張所 
①施設概要 

消防署は、松江市の北部地域（旧松江市橋北地区、鹿島町、島根町、美保関町、八束町）を管

轄する北消防署と南部地域（旧松江市橋南地区、宍道町、玉湯町、八雲町、東出雲町）を管轄す

る南消防署に分かれており、消防本部と北消防署は併設しています。 

 

※平成２５年６月に公表した「署所再編実施後期計画（修正版）の概要」を基に、「２署４分署１出張

所」に再編し、消防体制を充実することとしています。 

※北消防署東部分署は、美保関出張所と八束出張所を統廃合して、平成２５年４月１日に供用開始し

ています。 

※島根出張所は、平成２６年３月３１日に閉所しています。 

 

 

②建物状況 

                   図表 建築年別延床面積 

 消防署の建物の老朽化が進んでおり、 

今後、修繕費等の増加が見込まれます。 

  

 

 

 

 

 

 

③コスト状況 

図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、１億８,９９０

万円であり、そのうち施設にかかるコス

トは３,８６３万円、事業運営にかかるコ

ストは１億１,２０２万円、減価償却費相

当額は３,９２５万円となっています。一

方、収入は、４０６万円であり、１億８,

５８４万円の財政負担が生じています。 

（運営系人件費は除く） 

 

 

④現状及び課題 

 

 

地域 施設名

北部地域 北消防署、秋鹿出張所、鹿島出張所、島根出張所、美保関出張所、八束出張所

南部地域 南消防署、宍道分署、湖南出張所、八雲出張所、東出雲出張所

収入の合計

406万円

運営委託料

3,058万円

その他運営費

8,144万円

光熱水費 2,625万円

減価償却相当額

3,925万円
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（万円）

1億8,990万円

 消防署の建物の老朽化が進んでおり、今後修繕費等の増加が見込まれる。 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

S4
7以

前

S4
8-

S5
2

S5
3-

S5
7

S5
8-

S6
2

S6
3-

H4

H5
-H

9

H1
0-

H1
4

H1
5-

H1
9

H2
0-

H2
4

(㎡）



 

 

63 

９．学校教育系施設 
（１）学校 
①施設概要 

学校施設は、小学校が３４校１８.０万㎡、中学校が１６校１２.５万㎡、高等学校を１校０.８

万㎡、延５１校３１.３万㎡を保有しています。 

図表 地域別施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学校統廃合の経過 

【小学校】 

統合年 統合前学校名 統合学校名 

Ｈ ７ 白潟小学校 朝日小学校  中央小学校 

Ｈ１３ 美保関小学校 森山小学校 福浦小学校 美保関東小学校 

Ｈ１３ 七類小学校 片江小学校  美保関北小学校 

Ｈ１７ 大芦小学校 加賀小学校 野波小学校 島根小学校 

Ｈ１８ 美保関東小学校 千酌小学校 美保関北小学校 美保関小学校 

Ｈ２２ 中島小学校 秋鹿小学校  秋鹿小学校 

Ｈ２３ 長江小学校 古江小学校  古江小学校 

【中学校】 

統合年 統合前学校名 統合学校名 

Ｈ ６ 古江中学校 秋鹿中学校 大野中学校 湖北中学校 

Ｈ ７ 美保関北中学校 美保関南中学校  美保関中学校 

Ｈ１６ 島根中学校 野波中学校  島根中学校 

総数
１校当たり

平均
総数

１校当たり
平均

総数
１校当たり

平均
橋北 12 校 61,948 ㎡ 5,162 ㎡ 167 学級 14 学級 3,938 人 328 人
橋南 8 校 55,229 ㎡ 6,904 ㎡ 145 学級 18 学級 3,898 人 487 人
鹿島 3 校 13,686 ㎡ 4,562 ㎡ 23 学級 8 学級 297 人 99 人
島根 1 校 4,501 ㎡ 4,501 ㎡ 8 学級 8 学級 152 人 152 人
美保関 1 校 4,733 ㎡ 4,733 ㎡ 9 学級 9 学級 188 人 188 人
八束 1 校 4,082 ㎡ 4,082 ㎡ 9 学級 9 学級 174 人 174 人
宍道 2 校 10,846 ㎡ 5,423 ㎡ 22 学級 11 学級 473 人 237 人
玉湯 2 校 5,828 ㎡ 2,914 ㎡ 19 学級 10 学級 299 人 150 人
八雲 1 校 6,061 ㎡ 6,061 ㎡ 14 学級 14 学級 402 人 402 人
東出雲 3 校 13,244 ㎡ 4,415 ㎡ 42 学級 14 学級 1,062 人 354 人

小学校　計 34 校 180,158 ㎡ 5,299 ㎡ 458 学級 13 学級 10,883 人 320 人

橋北 4 校 33,395 ㎡ 8,349 ㎡ 60 学級 15 学級 1,917 人 479 人
橋南 4 校 38,111 ㎡ 9,528 ㎡ 64 学級 16 学級 2,013 人 503 人
鹿島 1 校 7,869 ㎡ 7,869 ㎡ 8 学級 8 学級 162 人 162 人
島根 1 校 5,946 ㎡ 5,946 ㎡ 5 学級 5 学級 76 人 76 人
美保関 1 校 8,665 ㎡ 8,665 ㎡ 7 学級 7 学級 128 人 128 人
八束 1 校 3,841 ㎡ 3,841 ㎡ 5 学級 5 学級 107 人 107 人
宍道 1 校 6,086 ㎡ 6,086 ㎡ 10 学級 10 学級 251 人 251 人
玉湯 1 校 5,895 ㎡ 5,895 ㎡ 8 学級 8 学級 156 人 156 人
八雲 1 校 5,285 ㎡ 5,285 ㎡ 8 学級 8 学級 165 人 165 人
東出雲 1 校 9,676 ㎡ 9,676 ㎡ 17 学級 17 学級 497 人 497 人

中学校　計 16 校 124,769 ㎡ 7,798 ㎡ 192 学級 12 学級 5,472 人 342 人

高
校

松江市立
　　　女子高校

1 校 7,604 ㎡ 7,604 ㎡ 12 学級 - 335 人 335 人

51 校 312,531 ㎡ 662 学級 16,690 人

学級数 児童数・生徒数

小
学
校

中
学
校

合　計

地域 校数
延床面積
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②コスト状況 

 図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、２３億４,０３１万

円であり、そのうち施設にかかるコストは６

億６,３７２万円、事業運営にかかるコストは

４億３,６１５万円、減価償却費相当額は１２

億４,０４４万円となっています。一方、収入

は、２億４,４７０万円であり、２０億９,５６

１万円の財政負担が生じています。 

（小中学校の教職員人件費は除く） 

 

 

③現状比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④現状及び課題 
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 保有学級数では、小中学校とも５０％以上が小規模校となっている。 

 地域ごとにみると、鹿島、島根、美保関、八束、宍道、玉湯等の地域で小規模校が多く、

地域によって差がある。 

 築３０年以上の建物が約１３.９万㎡（約４５％）となっており、他の公共施設に比べ老

朽化が進んでいる。 

建
物
状
況×

学
級
数 

比 較 

小学校 中学校 

運営人件費 28,432万円

人件費 20,937万円

光熱水費

31,783万円

減価償却相当額

124,044万円

0

50,000
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150,000

200,000

250,000
（万円）

23億4,031万円

収入の合計

24,470万円

収入の合計
2億4,470万円
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（５）給食センター 
①施設概要 

地域別の箇所数は、旧松江市３箇所、支所管内は、それぞれ、鹿島町１、島根町１、宍道町１、

八雲町１、東出雲町１箇所となっています。なお、玉湯については、小学校及び中学校の給食室

で調理を行っています。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

②建物状況 

老朽化が進んでいる建物もありますが、比較的新しい建物が多くなっています。 

図表 建築年別延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③コスト状況 

図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、９億８,５８７万円

であり、そのうち施設にかかるコストは１億

７,５２１万円、事業運営にかかるコストは７

億５,１４８万円、減価償却費相当額は５,９１

８万円となっています。一方、収入は、１億

１,５８３万円であり、８億７,００４万円の財

政負担が生じています。 

 

 

 

 

収入の合計

11,583万円

収入の合計

1億1,583万円
運営人件費

15,127万円

運営委託料

57,241万円

光熱水費

12,366万円

減価償却相当額

5,918万円
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（万円）

9億8,587万円

施設名 地域 延床面積（㎡） 建築年 施設概要

南学校給食センター 橋南 1,381.00 S52年 5,600食の調理能力を持つ給食ｾﾝﾀｰ

北学校給食センター 橋北 1,210.00 H2年 5,600食の調理能力を持つ給食ｾﾝﾀｰ

西学校給食センター 橋北 1,421.37 H11年 5,000食の調理能力を持つ給食ｾﾝﾀｰ

鹿島学校給食センター 鹿島 899.00 H20年 1,300食の調理能力を持つ給食ｾﾝﾀｰ

島根学校給食センター 島根 563.76 H15年 400食の調理能力を持つ給食ｾﾝﾀｰ

八雲学校給食センター 八雲 946.00 H14年 1,000食の調理能力を持つ給食ｾﾝﾀｰ

宍道学校給食センター 宍道 694.00 H11年 1,200食の調理能力を持つ給食ｾﾝﾀｰ

東出雲学校給食センター 東出雲 778.00 H15年 2,000食の調理能力を持つ給食ｾﾝﾀｰ
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④現状比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          補助金等についてはネットコストの計算に含めていません。 
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 施設により、稼働率や配膳当たりのコストについて差がある。 

 比較的新しい施設が多い。 
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１０．公営住宅 
①施設概要 

市営住宅の供給戸数は約２,４００戸で、県営住宅、雇用促進住宅を合わせると松江市で５,００

０戸の供給量があります。一方で、市内には官民合わせて約６,０００戸の空き家があります。 

地域的には、橋南地域に多く設置しており、鹿島町、美保関町及び八束町には設置していませ

ん。公営住宅については、指定管理制度をとっており、島根県住宅供給公社へ管理を委託してい

ます。 

なお、現在、新規整備は行わず、長寿命化や民間住宅の借上げ方式へ転換しています。 

図表 地域別延床面積及び戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②利用状況 

 松江市の市営住宅４９施設中２７施設(総延床面積１４４,７１７㎡のうち９３,１２８㎡（６４.

４%）)が建築後３０年を経過し、老朽化が進んでいます。 

図表 建築年別延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③コスト状況            図表 トータルコスト及び収入 

 年間トータルコストは、６億７,５７５

万円であり、そのうち施設にかかるコス

トは１億７,０６６万円、事業運営にかか

るコストは５,７６９万円、減価償却費相

当額は４億４,７４０万円となっていま

す。一方、収入は、５億８,６５７万円で

あり、８,９１８万円の財政負担が生じて

います。 
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④現状比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       補助金等についてはネットコストの計算に含めていません。 
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１１．供給処理施設 
①施設概要 

一般廃棄物の処理にあたっては、もやせるごみ等はエコクリーン松江で溶融処理、金属ごみ等

はエコステーション松江で破砕・選別処理、資源ごみのうち、缶類、びん類、ペットボトルは西

持田リサイクルプラザ、プラ製容器包装、紙製容器包装及び古紙等は川向リサイクルプラザで資

源化処理されています。 

埋立施設については、西持田最終処分場、不燃物処理場で処理されており、その他の施設は、

埋立完了ないし、休止・管理状態となっています。 

その他に生ごみの堆肥化プラント、し尿・浄化槽汚泥処理施設等が稼働しています。 

なお、西持田最終処分場は市の直営、それ以外の施設については、管理部門は直営、運転維持

管理部門は委託による運営となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ごみ発生量の状況 

平成２４年３月に策定した松江市一般廃棄物処理基本計画によると、平成２２年度のごみの発

生量は７万９千 t、民間資源化処理等を除くごみ総排出量は７万１千 t であり、５％削減を目標

とする平成２８年度では、ごみの発生量は７万７千ｔ、民間資源化処理等を除くごみ総排出量は

６万８千 t と見込んでいます。 

しかしながら、平成２５年度の実績では、ごみの発生量は８万ｔ、民間資源化処理等を除くご

み総排出量は７万４千 t となり、いずれも対前年度比で増加しています。 

  

No. 施設名 地域
延床面積

(㎡）
建築年 施設概要 建物構成 利用料金の概要

1 エコクリーン松江 鹿島 15,003.21 Ｈ23年

市内から発生する一般廃棄物（ごみ）の処理を行う施

設で、工場棟・管理棟・計量棟・スラグストックヤード

等からなる。また、隣地には緑地公園を併設し、テニ

スなど市民の憩いの場として活用している。

工場棟1・管理棟1・計

量棟1・スラグストック

ヤード1

ごみ処理手数料　家庭系ごみ

400円/100㎏　事業系ごみ1,500

円/100㎏

2 エコステーション松江 橋北 5,659.18 Ｈ14年
家庭系の金属ごみ、金属製粗大ごみ、事業系の不燃

ごみなどの選別・圧縮処理施設

工場・管理棟1、倉庫

棟1

ごみ処理手数料　家庭系ごみ

400円/100㎏　事業系ごみ1,500

円/100㎏

3 西持田ポンプ場 橋北 26.66 Ｓ59年
エコクリーン松江及び西持田周辺の処理施設に上水

を供給している。
ポンプ棟1

4 西持田リサイクルプラザ 橋北 1,784.19 Ｈ10年
容器包装（缶、ビン、ペットボトル）の選別・圧縮・梱包・

保管を行い再資源化する施設
工場棟1、計量棟1 研修施設使用料　無料

5 堆肥化プラント 橋南 64.00 Ｈ17年

生ごみの減量とリサイクルの推進を図り、生産した堆

肥で育てた農産物を地元で消費し、身近な循環シス

テムの構築を図るための施設

生ゴミ堆肥化プラント

6 川向クリーンセンター 橋南 2,779.00 Ｈ11年
宍道町を除く区域のし尿及び浄化槽汚泥を処理す

る。
工場・管理棟1 し尿処理手数料　58円/18ℓ

7 川向リサイクルプラザ 橋南 7,003.81 Ｈ14年

容器包装（紙、プラスチック）及び古紙・古着の選別・

圧縮・梱包・保管を行い再資源化する施設。啓発施設

くりんぴーすを併設する。

工場棟1 研修施設使用料　無料

1 西持田不燃物処理場 橋北 789.67 S63年 漂着ごみや災害ごみを埋め立てている。 浸出液処理棟１

2 西持田最終処分場 橋北 484.53 Ｈ2年 ｴｺｸﾘｰﾝ松江の飛灰を埋め立てている。 浸出液処理棟１

処
理
施
設

埋
立
施
設



図表 ごみ発生量の将来見込み（単純推計）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③コスト状況  

トータルコストは、２５億５,００６

３％となっています。また、減価償却費

３４１万円となっており、トータルコストの

家庭系ごみは４００円/１００

収しています。また、家庭系ごみの

れています。  

 

図表 トータルコスト及び収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④現状及び課題 
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ごみ発生量の将来見込み（単純推計） 

００６万円となっており、そのうち、運営に

減価償却費が約５０%となっています。施設利用料等収入

トータルコストの約２３％をカバーしています。

１００kg、事業系ごみは１,５００円/１００kg の自己搬入手数料

ごみの計画収集に使う袋は、平成１７年の市町村合併時

にあるにもかかわらず、ごみの総排出量は平成 23 年度

している。今後、ごみの処理量や災害時に発生するごみの

適切なコスト管理や施設・体制の見直しが必要となる

収入の合計

58,341万円

収入の合計
5億8,341万円

運営人件費

20,729万円

運営委託料

82,819万円

光熱水費 13,627万円

減価償却相当額

128,347万円

25億5,006万円

 

 

にかかるコストが約４

施設利用料等収入は５億８,

。 

自己搬入手数料を徴

市町村合併時に有料化さ

 

年度から増加に転じ、

するごみの処理等につ

となる。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 公共施設適正化基本方針 
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第４章 公共施設適正化基本方針 

１．公共施設適正化の必要性 

（１）財政的な制約から見えてきた本市の課題 

・ 単純計算では、このまま、現状の公共施設を維持した場合、公共施設の更新に対する市民１人当たり

の負担額が、現在の２.３万円から将来は４.０万円と年間１.７万円も負担が増えることになります。

第１章で試算したとおり、公共施設の更新に使うことができる経費が、平成２９年度以降３２億円程

度で推移したとすれば、現状の公共施設は維持できず、保有する施設の延べ面積を８８.４万㎡から３

４.２万㎡まで５４.２万㎡も削減しなければならないことになり、どちらも現状の財政状況や行政サ

ービスの維持・向上の視点から不可能です。 

・ この状況を放置すると、近い将来大幅な財源不足に陥って、老朽化した施設を放置せざるを得なくな

り市民の生命を危険にさらしかねない状況にありますが、無理に借金をして、子どもや孫の世代に負

担を先送りすべきでないことは言うまでもありません。 

・ そのため、今ある資源・資産を最大限に活用して、適切かつ良質な公共施設サービスを維持し、将来

にわたる財政面での持続可能性を確保するため、今後の人口減少、人口構成の変化に応じた公共施

設適正化を行う必要があります。 
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現状の保有量（88.4万㎡）を全て維持した
場合

２．３
万円/人

普通建設事業費が32.0億円となった場合
40年間の更新費用総額3,305億円
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72 

（２）市民アンケートから見えてきた本市の課題 

・先にまとめた３,０００人を対象に実施した市民アンケートの結果より、ほとんどすべての分野におい

て、公共施設が積極的に利用されているとは言えない状況が分かりました。当初の設置目的を失った

施設や利用が少ない施設もあり、この機会に、本当に行政が行うべき施設サービスであるかどうかも

含め、市民ニーズにあった公共施設のあり方を検討する必要があります。 

・施設の存在や機能を知らない市民の方も多いことから、施設のＰＲ等を積極的に行うなど利用者を増

やす取り組みが必要です。 

 

《アンケート結果から抜粋》 

・ 各種公共施設について、利用頻度が低い方の割合（「ほとんど利用しない」または「利用したことが

ない」と回答）は７～９割となっている。 

・ 利用頻度が低い理由として、「施設の存在は知っているが利用する必要がない」が約６～８割とな

っている。次いで「施設の存在やサービス内容を知らない」となっている。 

・ 市の保有する施策全般に関する方策について賛成が多いのは、未利用地の売却・賃貸、施設の統廃

合・複合化・多機能化、民間ノウハウ・資金の活用、施設の長寿命化、近隣自治体との連携、民間

施設利用時の助成となっている。一方、反対が多いのは、増税や料金値上げとなっている。 

 

（３）国の動向 

・ 公共施設の更新問題は全国的な課題であり、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化し

ていくことが予想されることを踏まえ、国においては、平成２５年１１月２９日に決定された「イン

フラ長寿命化基本計画」において、地方自治体の役割として、自らが管理・所有するインフラについ

て、インフラ長寿命化計画「行動計画」及び個別施設ごとの長寿命化計画「個別施設計画」を策定す

ることが求められています。 

・ 地方公共団体が所有する全ての公共施設等を対象に、地域の実情に応じて総合的かつ計画的に管理

する計画として「公共施設等総合管理計画」の策定を平成２６年４月に要請されています。 

・ 本市としては、今後策定を予定している「（仮称）松江市公共施設適正化計画」の策定においては、

国の動向を踏まえつつ、整合性を取りながら進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等の総合的な管理イメージ図 

（行動計画） 【国】 （行動計画） 【地方】

（個別施設計画） （個別施設計画）

インフラ長寿命化基本計画
（基本計画）【国】

各省庁が策定 公共施設等総合管理計画

学
校

河
川

道
路

学
校

河
川

道
路
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２．公共施設適正化の目標 

・ 本市の人口、財政、施設等の状況から明らかとなった全般的な課題と、用途別の実態把握・分析評価

を通じて明らかとなった課題に対して、市民アンケートによる市民の意見を反映させつつ、公共施設

の適正化基本方針を策定しました。 

 

＜適正化基本方針策定の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適正化３つの目標】 

・ 本市は、平成２６度度以降、公共施設適正化計画を策定・実施していきますが、単に財政が苦しいか

ら行うのではなく、市民サービスの向上の視点を持って進めることを明確にするため、次の３つの目

標を掲げて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松江市の実態把握・課題抽出

（第１章） 
適正化基本方針 

（第４章） 

用途別実態把握・分析評価 

（第３章） 

市民アンケートによる課題

（第２章） 

 

３ 財政を健全にします 

１ 公共サービスを向上します 

２ 市民の安全を守ります 

 

次の世代に負担を強いること

の無いよう、財政負担の軽減と

平準化を図ります。 

 

現在の公共サービスを見直し

て、市民目線に立ち、「まちづ

くり」に資するサービスを提供

します。 

 

災害時の避難施設としての役

割も意識し、安全で安心でき

る、良質な建物を提供します。 
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３．適正化５原則 

適正化の目標を達成するために、５つの原則を掲げます。 

 

１ 新規整備は行わない【増やさない！】 

原則として新規整備（取得）は行わないこととし、公共施設サービスの新たな需要がある場合

には、未利用施設や既存施設の有効活用の徹底により対応します。また、広域的施設については、

島根県や中海・宍道湖・大山圏域の自治体の施設の設置状況を踏まえ、出来る限り共同利用によ

って対応します。なお、どうしても必要な場合には、他の施設の統廃合により、全体量を増やさ

ないように配慮します。 

※新規整備とは、現在ある施設の建替えのことではなく、全く新しい公共施設を整備してサー

ビスを行うこと 

 

２ 現在保有している施設のスリム化【減らす！】 

公共施設白書のデータベースを最大限活用し、本当に行政が行わなければならない施設を見極

め、そうでないものについては民間譲渡や廃止を明確にします。そして、合併後の新たな行政サ

ービスの取り組みを踏まえながら、合併前の市町村エリアを超えた施設の統廃合により施設の総

量を減らしてスリム化を図ります。 

 

３ 安全で魅力ある施設の提供【安全快適！】 

公共施設サービスに必要なものは、施設（ハコ）ではなく、施設の中にある機能・サービスで

あることを明確にし、１施設１機能の考え方を改め、必要な機能については、地域の拠点整備と

いった視点を持って集約化を図り、地域の活性化につながるサービスを再編するとともに、サー

ビス内容の検討に当たっては、新しい時代の市民目線に立って、民間企業のノウハウを積極的に

取り入れることで、従来からの行政サービスに付加価値を加えます。 

また、庁舎、地域コミュニティの避難所等、災害時等の拠点となるような市民の安全に欠かせ

ない施設については、求められる性能を確保します。 

 

４ 施設を利用しない市民への配慮【公平公正！】 

公共施設の適正化は、施設利用者に対する影響の面が注目されがちですが、市民アンケートか

らも明らかなように、施設を利用していない市民の方が圧倒的に多い現状を踏まえ、公共施設の

運営管理費を税金で支えている市民の感情にも配慮して、施設の積極的な PR や魅力のある事業

の実施など運営改善に努めるとともに、受益者負担の原則に基づき、利用料金や減免のあり方を

見直します。 

 

５ 未利用財産の売却推進【財源確保！】 

公共施設の適正化には、施設の再編、建物の解体、場合によっては補助金の返還や起債の繰り

上げ償還等の初期投資が必要です。現在、未利用となっている土地・建物はもちろん、今後、施

設の統廃合に伴い不要となる土地・建物を積極的に売却することにより必要な財源を確保すると

ともに、不必要な維持管理費等の圧縮を図ります。また、市民ファンドの創設等により積極的に

財源確保に努めます。 
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４．取り組みの視点 

１ 財産管理から資産マネジメントへの転換 

（１）全庁的な推進体制の構築 

・保有する土地・建物について「行政財産」・「普通財産」によらず、全てを経営資産として捉え、公共

施設としての提供から未利用財産の処分まで、常に、保有資産の有効活用を図り、ＰＤＣＡサイクル

に基づき資産マネジメントを推進します。 

・公共施設適正化や財産管理に一体的に取り組むため、各所管課で分散して管理している施設データを

整理し、一元的に収集・管理・分析するための体制を構築します。 

・上位計画との関連を意識した計画として、財政運営と密接な連動をもった公共施設適正化を進めま

す。 

・新規整備はもちろん、既存施設の更新（大規模改修、建替え）を行う場合には、各部署が個別に計画

を進めるのではなく、資産経営課が中心となり、原則としてすべての施設に対し、事前調整や協議等

を行うこととします。さらに、事務系職員、技術系職員、それぞれの視点から、公共施設の現状を把

握して、常に有効活用されるよう提案を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）未利用財産を円滑に処分する手法の検討 

・本市には明確な活用方針が示されていない未利用財産が多数存在していることから、財産の規模、立

地、評価額、取得経過等に基づき、資産経営的な視点での分類を行うなど、未利用財産を積極的に活

用・処分していくための仕組みづくりを行います。 

・公共施設の用途を変更したり廃止する場合には、予め、活用・処分方針を決定するなど、売却が困難

な未利用財産を増やさないようにします。 

・現在は、年２回の定期公売を行っているが、希望者のニーズに柔軟に対応しているとは言えないこと

から、公売物件の選定方法、あるいは売却方法の見直し等を行います。 

・統廃合等により、未利用となる施設が発生する場合は、安価な土地へ移転して、未利用となった土地

を売却することで売却益をあげるなど、常に、トータル収支を念頭においた資産マネジメントを行い

ます。 

 

２ 利用圏域に応じた施設利用の推進 

・多種多様な施設の適正化を進めるに当たっては、施設規模、利用状況、施設機能等から、施設を「広

域施設」「市域施設」「生活圏域施設」「コミュニティ施設」の４つに区分し、施設利用者アンケート

等で明らかとなった利用者の属性を踏まえて有効利用や統廃合を検討します。 

 

ＰＬＡＮ

計画

ＤＯ

実施

ＣＨＥＣＫ

点検

ＡＣＴＩＯＮ

改善

・適正化計画の策定

・計画に基づく
複合化、多機能化

・計画の進捗状況等確認

・適正化計画への
反映
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◆利用圏域別区分による施設イメージ （一般的な施設分野による例示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《各利用圏域の定義》 

 

 

 

 

 

 

 

広域施設・・・・・コンベンション施設や観光施設といった観光客や市域を超えた利用を見

込む施設 

市域施設・・・・・「総合〇〇センター」といった、通常、市に 1 箇所若しくはサテライト施

設が若干あるといった各分野の全市民向け総合施設 

生活圏域施設・・・概ね、公民館区や小学校区といった単位に均等に設置している、日常生

活や地域活動などのコミュニティ拠点施設 

ｺﾐｭﾆﾃｨ施設・・・・利用が特定の地域・団体に限られている施設 

 

 

 

広
域
施
設

県施設や近隣市と
の共同利用により、
更新・維持管理の
負担軽減

市
域
施
設

市域全体での共同
利用を前提に、半
減を目指す

施設の複合化・多
機能化による総量
縮減

老朽化した施設は廃止し、
周辺施設へ機能移転

高稼働、採算が見込める施
設は、民営化を進め、その
他施設は運営の見直しや統
廃合を行う

地元利用中心の施設は、機
能移転、地域移譲等

生
活
圏
施
設

施設の複合化・
多機能化による
総量縮減

将来の人口減少
に応じた適正配
置

老朽化した施設は廃止し、
周辺施設へ機能移転（公民
館、学校等）

学校施設の多目的利用と、
将来の児童生徒数の減少
を見据えた適正規模

公営住宅は新規整備は行
わず、長寿命化や民間住宅
の借上げ方式へ転換

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設

地域コミュニティ
に属している施設
は、地域や利用
団体への譲渡を
基本とする

庁舎は、施設の更新時に、
周辺機能との複合化による
多機能化
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（１）広域利用の推進 

・効率的な市民サービスの実現のため、本市の広域都市圏における役割を活かし、中海・宍道湖・大山

圏域の自治体同士が類似した機能（ホール、スポーツ、温泉、宿泊機能等）をそれぞれ保有するので

はなく、中海・宍道湖・大山圏域といった広いエリアをイメージし、各自治体の事業や役割（機能）

に特色をもたせたり、複数団体で数施設を共同運用する等、サービス連携による効率化を図ります。

また、相互に補完しあうことで、施設の維持管理費等の軽減にもつながります。 

・本市は、島根県の県庁所在地であることから、市内には、県立美術館、県民会館、くにびきメッセ、

県立図書館といった広域的な県有施設があります。また、出雲都市圏には、出雲古代歴史博物館、県

立浜山公園といった広域的な施設がありますが、島根県や中海・宍道湖・大山圏域の自治体と十分話

し合い、観光等への波及効果も含めて役割分担を行い、地域全体として施設設置と共同利用を進める

必要があります。 

 

※中海・宍道湖・大山圏域の自治体との広域連携の促進イメージ＜公共施設の自治体間の共同利用＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）複合化・多機能化の推進 

・効果的・効率的なサービス提供の観点から、重複機能を見直し、施設の多機能化・複合化等により既

存施設を最大限有効活用するとともに、旧市町村の枠組みを超えたエリアを視野に入れ、市域全体、

中海・宍道湖・大山圏域での広域利用を基本に施設の再編を行います。 

・各地域の特性・まちづくりの方向に合わせた公共施設の再配置を行うとともに、利用者数の減少等に

応じた施設量の圧縮を行います。 

・現在、合併後の拠点連携型まちづくりの構想を示している都市計画マスタープランが見直されている

ことから、公共施設適正化も整合性を取りながら複合化・多機能化を行います。 

・本市では、公民館ブロックの取組、高齢者包括支援事業、消防署管区等、各分野において旧市町村の

枠組みを超えた新たな地域区分による枠組みで公共施設サービスの提供や地域活動の取り組みが進

んでおり、公共施設適正化もこうした新たな枠組みを踏まえて複合化・多機能化を検討します。 

 

文
化
ホ
ー
ル

文
化
ホ
ー
ル

ホール機能
事業

売却等

○○市 □□市△△市

○○市 □□市△△市

広域連携

＜サービス連携イメージ＞

• 各自治体毎に保有している機能や実施している
事業を相互に補完し、サービス連携を図る。

• 各自治体毎に保有している機能や実施してい

る事業を相互に補完し、サービス連携を図る。 
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＜公民館ブロックでの取組＞          ＜高齢者包括支援事業での取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中学校区での取組＞             ＜消防署管区での取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事務事業の見直しや実施中の新規整備に適正化の視点を持たせる 

・効率的な行政サービスを行うため、各分野で事務事業の見直しを行っており、その中には、公共施設

の適正化に直接かかわる見直しもあります（下記参照）。これらの取り組みにおいても、本方針の視

点を持って推進します。 

・新規施設の整備について、既に、実施や計画段階のものについても、本方針の視点を持って推進しま

す。とりわけ、中核市への移行を目指すに当たり必要となる施設（保健所等）や機能についても同様

の考え方で推進します。 

 

【関連する主な計画、方針等】 

・署所再編実施後期計画（Ｈ２５.６） 

・松江市立幼稚園・保育所（園）のあり方計画（Ｈ２４.１１） 

・支所と公民館のあり方（Ｈ２４.６ 支所と公民館のあり方検討委員会報告） 

・松江市公営住宅等長寿命化計画（Ｈ２３.３） 

・新松江市における公民館制度（Ｈ１９.５ 松江市公民館制度検討委員会最終答申）等 
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・平成２３年度に行政改革の一環として実施した、公共施設に関する事務事業の見直しに基づく「見直し実

施計画」の目標達成に努めるとともに、さらに踏み込んだ改善に取り組みます。 

 

 

４ コミュニティ機能充実のため公民連携（PFI，PPP※）と市民協働の推進 

・すでに指定管理者制度の導入や地元への施設譲渡などの取り組みを行っていますが、今後は、さらに

民間事業者の資金やノウハウを活用して施設の整備、更新、維持管理、運営をより効率的・効果的

に行うとともに、民間事業者提案制度の実施等により、新たな発想による魅力的な施設サービスを提

供し、施設と地域の活性化を図ります。 

・コミュニティの担い手を育成したり、活性化に資する事業への補助金の交付等により、市民との協働

によるコミュニティ機能の充実を進めます。 

 ※PFI：Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用することで、効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法。 

 ※PPP：Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や

民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。 

 

 

５ 学校施設老朽化対策との連携による地域拠点の整備 

・学校施設は地域住民にとって最も身近な公共施設として、まちづくりの核、生涯学習の場としての活

用を一層積極的に推進することが必要です。 

・必要に応じ、他の文教施設や高齢者福祉施設等との連携や、地域の防災拠点としての役割を果たし、

また、景観や街並みの形成に貢献することのできる施設とすることが重要です。 

・今後、児童・生徒数がさらに減少することが予想される中で、学校施設の規模については、将来の児

童・生徒数の動向や地域の実情等も見極めつつ、既存ストックの有効活用も視野に入れながら、適切

な規模に見直していくことも必要です。 

・その際、教育方法・内容等の変化に適応させることに留意しつつ、余裕教室などの空きスペースの有

効活用をより一層進めるとともに、学校施設が地域の核となることも視野に入れ、地域の実情に応じ、

他の公共施設との複合化・共用化を図ることや、今後、転用先の用途が見込めない場合には、建物を

保有しているだけでも維持修繕のための費用がかかることから、保有施設のうち不要となった部分を

取り壊す「減築」を行うことも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「学校施設の老朽化対策について」学校施設老朽化対策ビジョンより掲載 
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《複合化・多機能化による統廃合のイメージ》 

・施設の用途や機能に応じて、次のような手法によって、住民サービスを低下させないよう配慮しな

がら進めます。 

①必要な機能・サービスは、学校、公民館といったコミュニティ拠点的施設を中心に複合化・

多機能化を図る。 

②民間企業に譲渡してサービスを継続する。 

③公民連携（ＰＦＩ，ＰＰＰ）により、施設を持たないサービスへ転換する。 

④必要性や老朽化等の状況を踏まえて廃止する。 

 

  

行政として実施するサービス           複合化・多機能化による再整備 

（利用・コスト・老朽化等を総合的に判断） 

 

                    

 

                            

 

 

                        

行政として実施しないサービス            施設が不要になる 

 →→→施設及び機能の廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

譲

渡 

 

第１段階（必要性の検討） 第２段階（集約化の検討） 

継続 

継続 

廃止 

機能集約 

廃止 

譲渡しな

い場合 

民間、地元等 

解体、売却 

機能 

機能 

機能 

機能 機能 
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６ 施設の長寿命化によるライフサイクルコスト（LCC）の削減 

・適切な手法による建物評価を行い、その結果「長期に活用する施設」に区分された施設は計画的な保

全を実行し、建物の長寿命化に努めます。 

・また、施設の劣化状況や施設重要度により設定される優先順位づけと、今後の財政見通しから想定さ

れる財政制約を踏まえた中長期の保全計画を策定・実施することで、工事コスト、運営コストの最

適化による財政負担の縮減と平準化を図ります。 

 

※長寿命化と維持管理方式の見直しによるコスト削減イメージ 

・ 長寿命化の推進、維持管理の効率化等の考えをベースとして、本市の実情に応じた目標使用年

数の見直しや劣化状況診断等の反映、修繕・改修周期の見直し、さらに、財政制約に基づいた

新たな整備レベルの見直し等を行うことで、当初の試算結果からの削減効果を検討します。 

・ 他自治体実績では３０％程度のコスト削減が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 市民に対して積極的に情報を発信する。 

・公共施設白書の公表をはじめ、公共施設適正化に向けた取り組み状況を本市のホームページ及び市報

により、市民へ情報公開を積極的に行い問題意識の共有化に努めます。 

・市民アンケート結果より公共施設の認知度が低いことが明らかになったことからサービス内容を含め

積極的な PR に努めます。 

・公共施設の適正化は長期的な取り組みであることから、将来を担う若い世代の方々が関心を持ち、未

来について考えるきっかけとなるよう、マンガ等を活用しながら公共施設の適正化についてわかりや

すく理解していただけるよう努めます。 

 

 

 

 

修
繕
・
改
修
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の
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定

（
20
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ご
と
）

目
標
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備
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ル

33.4％ 31.2％ 28.7％

8.9％ｱｯﾌﾟ 性能UP
性能UP

整備レベル別の単価でのコスト試算

36.9％

長寿命化
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新
た
に
設
定
し
た
単
価
へ
置
き
換
え

（
60
年
で
建
替
え
・
30
年
で
大
規
模
改
修
）

白
書
作
成
時
の
試
算
条
件

（
60
年
で
建
替
え
・
30
年
で
大
規
模
改
修
）
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位
付
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に
よ
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コ
ス
ト
平
準
化

各種基準等の見直し

約30％削減約5

約35

約10 約2

約35 約31 約29
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５．数値目標 

（１）目標設定の基本的な考え方 

・単純計算で６１％の施設が更新できないという試算を重く受け止め、近い将来、市の財政が破たんし

かねないという最大限の危機感を持ち、全ての分野が、原則、施設の半減（保有延べ面積の５０％削

減）以上を目指すことを基本として統廃合を行います。 

・将来更新経費の試算から明らかなように、約３０年後が更新のピークにあたると見込まれることから、

３０年後には適正な施設配置となっているように、段階的に総量を削減していきます。 

・３０年後には適正な施設配置となっているように、段階的に総量を削減するとしましたが、現在の財

政状況も厳しいことに変わりありませんので、出来るだけ早い時期に廃止や複合化等の方針を決定し

て無駄な更新を行わないことが、当面の財政負担を軽くするためにも必要です。 

・平成になってから整備した、比較的新しい施設が多いことから、民間に譲渡して事業を継続する場合

には施設が新しいうちに実施するなど、計画的かつ定量的な削減が必要です。 

・各施設のサービスの見直しや指定管理者制度のあり方といった事業運営の改善については、今後、適

正化の推進と連携しながら実施していきます。 

・施設整備に当たり、国から補助金や交付金を受けている施設は、今まで、補助金等の返還という課題

があり、積極的な見直しが行われていませんでしたが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律」の処分制限に対する各省庁の運用方針が緩和されてきている状況等を踏まえ、整備から一定

期間が経過し、当初の目的を失っているような施設については、地域の活性化、まちづくりの視点か

ら必要な施設の再編計画を国に対して説明して、財政負担の軽減等について協力と理解を求める必要

があります。 

 

 

（２）削減シミュレーション（①～③の３段階でシミュレーション） 

① 広域・市域対応施設及びコミュニティ対応施設の改善 

（主な削減項目） 

• 文化ホールなどの広域施設は、県や近隣自治体等との共同利用 

• 交流・イベント施設などの地元利用の施設は、公民館等と複合化 

• スポーツ施設は、学校施設との共用化 

• 観光・保養施設のうち、高稼働、採算が見込まれる施設は民間譲渡 

• コミュニティ施設は、原則、地元や利用団体への譲渡 

（削減にあたっての仮定条件） 

• 民間譲渡が可能な利用率が高い施設等については、民間譲渡により機能は維持されるため、10

年以内の削減対象とした。 

• 高齢者、病人向けなど弱者を対象とする施設については、十分な検討・周知期間を確保するため、

30 年以内の削減対象とした。 

• 上記以外の施設については、原則 20 年以内の削減対象とした。 

（シミュレーション結果） 

保有面積は約８８.４万㎡から約７３.８万㎡まで約１４.６万㎡（１６.５％）削減となり、年更新費

用は現状の８２.６億円/年から６７.４億円/年となり、今後、見込まれる公共施設にかかる更新経費

３２.０億円の２.１倍となります。 
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② 将来人口の減少に応じた、生活圏施設の改善 

（主な削減項目） 

• 公民館は、利用実態を踏まえ、他分野の施設との複合化 

• 学校は、将来の児童生徒数の減少に応じて適正配置 

• 幼稚園・保育所は民営化を促進 

• 児童館・児童クラブは、公民館・学校等との複合化 

• 公営住宅は、新規整備は行わず、長寿命化、民間住宅の借上げ方式へ転換 

（削減にあたっての仮定条件） 

• 築 60 年が経過した時点で、廃止又は機能移転等を行い削減することとした。 

• 学校は、現時点での保有面積を仮基準として、将来の年少人口の減少分に応じた削減とした。 

（シミュレーション結果） 

保有面積は約７３.８万㎡から約５１.２万㎡まで約２２.７万㎡（３０.６％）削減となり、年更新費

用は現状の６７.４億円/年から４３.８億円/年となり、今後、見込まれる公共施設にかかる更新経費

３２.０億円の１.４倍となります。 
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③ 総合的保全計画、維持管理方式の見直し等を実施した場合の削減効果 

（主な削減項目） 

• 改修･建替え後、長寿命化等目標使用年数の見直し 

• 保全優先順位づけによるコスト平準化 

• 劣化状況診断等により維持管理コストの削減 

• 整備レベル・維持管理レベルの見直し 等 

 

（シミュレーション結果） 

他市の事例を基にシミュレーションすると、年更新費用は現状の４３.８億円/年から３５.１億円/

年となり、今後、見込まれる公共施設にかかる更新経費３２.０億円の１.１倍となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）数値の設定 

・削減項目①～③をまとめると、保有面積は約８８.４万㎡から約５１.２万㎡まで約３７.２万㎡ 

（４２％）削減、年更新費用は現状の８２.６億円/年から３５.１億円/年となり、今後、今後見込ま

れる公共施設にかかる更新経費３２.０億円の１.１倍となると試算しました。 

・この数値は、今後３０年間で実現を目指すべき数値でありますが、より早期に目標値に近づける努力

をしなければ、将来的に無駄な投資が増えることとなります。そのため、今後は早急に具体的な計画

を策定し、実行段階へ移行する必要があります。 
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 ≪管理運営費の削減について≫ 

 ・数値の設定には加味していませんが、面積が削減されることで、維持管理経費等の施設にかかる 

コストや事業運営にかかるコストも縮減することができると考えられ、そこで縮減できたコスト 

を更新費用へ補てんしていくことも可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■試算条件   

（ａ）試算期間 

３０年間 

（ｂ）施設にかかるコストの削減額 

施設にかかるコスト（Ｈ２４）                   ３８.０億円 

コスト把握を行った面積１㎡当たり施設にかかるコスト      ４,１０８円/㎡ 

試算対象面積                          ８８.４万㎡ 

施設面積１％削減した際に削減できるコスト   ０.３６３億円 

（ｃ）事業にかかるコストの削減額 

事業にかかるコストは、事業運営にかかるコストから収入を差し引いた分を基に削減額を算出 

した。但し、施設として削減される内７０％は、複合化・集約化されるため直ちに事業は削減 

されず、残り３０％は施設、事業とも廃止されるものとした。 

事業運営にかかるコスト（Ｈ２４）                 ９２.５億円 

当該事業により得られる使用料等の収入合計（補助金等除く）    ３３.７億円 

（事業にかかるコスト）－（収入）                ５８.８億円 

廃止により削減される事業にかかるコスト合計           １７.６億円 

コスト把握を行った面積１㎡当たり事業にかかるコスト      １,９０３円/㎡ 

試算対象面積                          ８８.４万㎡ 

施設面積１％削減した際に削減できるコスト     ０.１６８億円 
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必要となる更新経費

（億円）

確保できる財源と

削減で得られる金額

（億円）

それぞれの削減率に対し 

必要となる公共施設にかか

る更新経費 

公共施設にかかる更新経費 

 32億円 

90.5億円 

32 億円 施設にかかるコスト削減額 

事業にかかるコスト削減額 

40.7％ （-36.0万㎡） 
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６．分野別改善の方向性 

  将来の人口減少や少子高齢化の進展、施設の利用・コスト・老朽化の状況といった公共施設白書

のデータ、各種アンケートによる利用者や市民の意見、既に取り組んでいる各分野の事務事業の見

直しの経過といった様々な状況を踏まえ、各分野の「現状と課題」を整理して「改善の方向性」に

ついてまとめました。 

  前項で、市全体で、延べ面積にして４２％の施設を削減するという目標を立てたところです。こ

の目標を達成するためにも、各分野において、この改善内容を十分理解するとともに、横断的かつ

積極的な取り組みによって、適正化の成果を上げることができるよう、全庁を挙げて取り組んでい

かなければなりません。 

  なお、以下に掲げる用途ごとの「改善の方向性」については、基本的に適正化５原則に基づき総

量縮減に向けた取り組みの方針を記載しております。老朽化が進んだ施設や目的を失った施設は、

他施設への機能移転や廃止等を検討し、具体的な方向性を示していない比較的新しい施設について

も、今後、民間譲渡・多機能化・複合化等の可能性を含めた検討を行います。 

  また、各分野において譲渡の方向性が出された施設については、一定の条件を整えたうえで譲渡

を進めることを基本とします。 

 

 

用途 現状と課題 改善の方向性 

文化ホール 

 

 

 老朽化が進んだ施設が多く、また、規

模が大きく、設備も特殊であることか

ら、今後、老朽化が進めば、躯体・設

備の修繕に多額の経費が必要であると

見込まれる。 

 市内には、くにびきメッセや県民会館

といった島根県所有のホールがある。 

 低稼働の施設、あるいは利用者が固定

的な施設がある。 

 利用・コスト・老朽化の状況、県や近隣

自治体の施設設置、民間事業所の動向等

を見極めたうえで統廃合を進め、将来的

には、総合的な文化ホールは市域に１箇

所とする。 

 比較的自立して運営されている施設は、

可能な限り、利用主体等への譲渡を進め

る。 

 公民館や支所等と複合化したホールに

ついては、当面、総合文化センターの補

完施設として活用する。 

交流・イベ

ント施設・

市民活動セ

ンター 

 利用が少ない施設がある。 

 全般的に老朽化が進んでおり、今後、

躯体・設備の修繕が増えると見込まれ

る。 

 市民活動センターの運営管理費が極め

て大きい。 

 地域の集会所としての利用がある施設

もある。 

 利用・コスト・老朽化の状況等を見極め、

統廃合を進める。 

 必要な機能は、他の公共施設への集約化

を図る。 

 集会所として利用している施設は、地域

への譲渡を進め、躯体や設備に重大な棄

損が生じた場合には更新しない。 

 市民活動センターは、民間のノウハウを

積極的に導入して、一層の効率的な施設

運営に努める。 

 民間への払い下げも含めて検討する。 
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公民館  1 地域 1 公民館となっていない地域に

おいては、再編に向けた取り組みを進

める必要がある。 

 支所と公民館のあり方検討の中で、施

設の複合化や連携を検討しており、計

画的に整備を進めている。 

 公民館ごとに利用頻度は大きく異な

り、中央ブロックの公民館の利用頻度

が高い。 

 ３４館中１１館が築３０年を経過し、

老朽化が進んでいる。 

 ３０館で６０歳以上の利用者割合が、

５０％を超えるなど、利用者の高齢化

が進んでいる。 

 市内を５つのブロックに分け、各ブロ

ックにおいて広域的な取り組みがなさ

れている。 

 地区公民館は、現在、地元自治会への

譲渡を検討している。 

 1地域1公民館となっていない地域にお

いては、再編に向けた取り組みを促進す

る。 

 支所と公民館のあり方検討を踏まえ、複

合化を進める。 

 子育て施設等他分野の機能についても

可能な限り複合化・多機能化を図る。 

 地区公民館については、利用している地

域への譲渡を進める。 

 ホールなどを併設した施設については、

一定のニーズがあることから、今後とも

利用促進を図り、利用率を維持してい

く。 

集会所（公

民館分館等

含む） 

 公民館分館、学習等供用施設、自治会

集会所等、設置経過により様々な集会

所がある。 

 地域住民が日常的に使用し、運営管理

費（光熱水費）も地域で負担している。 

 全般的に老朽化が進んでおり、今後、

躯体・設備の修繕が増えると見込まれ

る。 

 現在、集会所及び公民館分館を中心に

地元自治会への譲渡を進めている。 

 引き続き、利用している地域への譲渡を

進める。 

 

博物館（松

江歴史

館）・名所・

旧跡等 

 多くの観光客が訪れており、本市の観

光資源として極めて重要な施設であ

る。 

 島根県指定有形文化財（建造物）であ

る興雲閣は、老朽化が進み、平成２５

年度から２７年度にかけて明治４５年

当時に復元するため保存修理工事を実

施中である。 

 各施設とも一定の利用があることから、

民間のノウハウを積極的に導入して、一

層の効率的な施設運営に努める。 

資料館（歴

史・民俗資

料館等） 

 全般的に老朽化が進んでおり、今後、

躯体・設備の修繕が増えると見込まれ

る。 

 各資料館は、文化財の展示と保存のた

めの機能を発揮しているが、一部の施

 施設については、貴重な文化財を有効に

活用するために、展示目的や事業内容、

来場者の状況、地域性を十分考慮したう

えで、他施設との複合化などを含め有効

活用策について検討する。 
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設では、地域の集会所としても利用さ

れている。その他、資料館では、地域

学習の拠点として小中学生を含めた地

域住民を対象に、体験学習や出前事業

なども行っている。 

 平成 23 年度に実施した「事務事業の

見直し」後、それぞれ地元で支援組織

が設立されて、利活用への取り組みを

行ったことで、入館者の増加につなが

った。 

図書館  各館とも、文化ホールや公民館との複

合施設である。 

 島根県立図書館には、本市の中央図書

館を超える蔵書がある。 

 中央図書館機能を維持しつつ、配送等の

サービスや、ＩＴの活用により、施設整

備を伴わない図書館サービスの充実を

図る。 

 県立図書館との連携と機能分担により、

効率的な運営を行う。 

観光施設  民間でも十分に実施が可能な分野であ

る。 

 維持管理経費が極めて高い。 

 低稼働施設がある。 

 比較的新しい施設が多いが、規模が巨

大な施設もあり、今後、老朽化に伴い

多額の修繕が見込まれる。 

 全般的には、周辺民間施設との競合や採

算性を見ながら、必要性を明確にしたう

えで、運営の見直しや統廃合を行う。 

 公募指定管理への移行を進める。 

 高稼働、採算が見込める施設については

指定管理更新時等のタイミングに合わ

せ民間譲渡を進める。 

 明らかに、稼働率が低く、利用者が少な

い施設については、廃止を検討するとと

もに、躯体や設備に重大な棄損が生じた

場合には更新しない。 

 設備を含めた総合的な建物診断を実施

し、計画的な設備更新・修繕により、予

防保全に努める。 

保養施設  民間でも十分に実施が可能な分野であ

る。 

 温泉施設については、観光客よりは、

むしろ、地域の固定客による利用が多

い。 

 利用者が少ない施設がある。 

 維持管理経費が極めて高い。 

 比較的新しい施設が多いが、規模が巨

大な施設もあり、今後、老朽化に伴い

多額の修繕が見込まれる。 

 老朽化がかなり進んだ施設もある。 

 全般的には、周辺民間施設との競合や採

算性を見ながら、必要性を明確にしたう

えで、運営の見直しや統廃合を行う。 

 公募指定管理への移行を進める。 

 高稼働、採算が見込める施設については

指定管理更新時等のタイミングに合わ

せ民間譲渡を進める。 

 明らかに、稼働率が低く、利用者が少な

い施設については、廃止を検討するとと

もに、躯体や設備に重大な棄損が生じた

場合には更新しない。 

 設備を含めた総合的な建物診断を実施
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し、計画的な設備更新・修繕により、予

防保全に努める。 

体育館等屋

内施設 

 合併前に整備された体育館が各地域に

あり、利用状況が低い施設もある。 

 老朽化が進んだ施設が多く、今後、躯

体・設備の修繕が増えると見込まれる。 

 平日昼間の利用が少なく、利用者が限

定されている施設も見受けられる。 

 学校体育館のすぐそばに社会体育館が

ある地域もある。 

 特に、コミュニティ系の施設について

は、利用者が限定されており、老朽化

が進んだ施設が多い。 

 新総合体育館は屋内スポーツの拠点施

設と位置付け、スポーツの推進を図るた

め有効に活用する。 

 各地の体育施設については、利用実態や

避難所機能など総合的に判断したうえ

で、地域ブロック制を図り必要な施設を

絞り込み、統廃合を行う。 

 稼働率、利用者数などが著しく低い施設

は、原則更新しない。 

 老朽化による大規模改修が必要になっ

た場合、学校体育館との共用化を検討す

る。 

屋外施設

（スポーツ

施設） 

 合併前に整備された屋外スポーツ施設

が各地域にあり、利用状況が低い施設

もある。 

 老朽化が進んだ施設が多く、今後、躯

体・設備などの修繕が増えると見込ま

れる。 

 各地域の運動公園の機能も様々であ

り、競技種目は多岐にわたる。 

 平日昼間の利用が少なく、利用者が限

定されている施設も見受けられる。 

 松江総合運動公園を屋外スポーツ拠点

施設と位置付け、スポーツの推進を図る

ため有効に活用する。 

 各地の屋外施設については、老朽化によ

る大規模改修が必要になった場合は、立

地状況や利用実態など総合的に判断し

たうえで、地域ブロック制を図り重複機

能などの統廃合を行う。 

 稼働率、利用者数などが著しく低い施設

は、原則更新しない。 

産業支援施

設（松江テ

ルサ等）・農

園 

 牡丹の研究施設や展示温室、市民農園、

宿泊施設等多岐にわたる施設がある。 

 松江テルサは規模が大きく、運営管理

費が極めて大きいことから、今後、躯

体・設備の老朽化に伴い多額の修繕費

が必要であると見込まれる。 

 生産加工施設等のコミュニティ系施設

は、施設の特性上、特定の事業者や地

域が支援の対象となっている場合が多

いが、比較的新しい施設が多く、規模

も小さい。 

 

 全般的には、周辺民間施設との競合や採

算性を見ながら、必要性を明確にしたう

えで、運営の見直しや統廃合を行う。 

 利用頻度の低いものは廃止を検討する。 

 地域等が主体となり運営されている施

設は、可能な限り、利用主体への譲渡を

進める。 

 松江テルサについては、現在の保有機能

を有効活用するとともに、今後、利用者

のニーズを把握して機能を追加・集約す

ることにより、施設の付加価値を高め、

日常的な利用拡大と周辺地域の賑わい

創出の場としての役割を果たす。なお、

機能の追加・集約については、松江市で

保有する同様の施設の統合も含めた検

討を合わせて行う。 

保健・福祉

センター 

 比較的新しい施設が多い。 

 合併により、センターが各地域にある

 全般的には、利用・コスト・老朽化の状

況、類似施設の近接状況、市域全体のバ
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が、拠点施設としての位置づけは薄れ、

利用率の低下や空きスペースが見受け

られる。 

 大半の施設が、災害時の福祉避難所に

指定されている。 

ランス等を見極め、将来的には、総合的

な保健福祉センターは市域に１箇所と

し、他は類似施設を含め、複合化・多機

能化も検討する。 

 比較的自立して運営されている施設は

民間譲渡を進める。 

 比較的新しい施設については、分野にこ

だわらない複合化・多機能化を受け入

れ、新たな地域コミュニティの拠点施設

として再編を検討する。 

デイサービ

スセンター 

 介護保険法の施行に伴い、現在では民

間が実施できる事業である。 

 比較的新しい施設が多いが、今後、老

朽化に伴い修繕が増えると見込まれる。 

 公共施設としては廃止し、民間譲渡を行

うことを基本とする。 

 躯体や設備に重大な棄損が生じた場合

には更新しない。 

老人福祉セ

ンター 

 全ての施設が老朽化しており、今後、

躯体・設備の修繕が増えると見込まれ

る。 

 地域の集会所として利用されている。 

 利用している地域への譲渡を進める。 

 比較的状態の良好な施設については、並

行して他部局の所管する類似施設を含

め、複合化・多機能化も検討する。 

 躯体や設備に重大な棄損が生じた場合

には更新しない。 

介護予防拠

点施設 

 ほとんどの施設が、平成１０年代半ば

に設置したものであり、新しい。 

 地域の集会施設との重複設置が見られ

る。 

 ほとんどの建物が木造である。 

 全般的に利用が少ない。 

 公民館分館や地域集会所と同様に、利用

している地域への譲渡を進める。ただ

し、既に、地元に集会所があり受け入れ

が難しい場合は廃止する。 

 躯体や設備に重大な棄損が生じた場合

には更新しない。 

障がい者支

援施設 

 児童発達支援施設と精神障がい者生活

支援センターの２箇所について、指定

管理を行っている。 

 普通財産や行政財産の建物を作業所と

して貸付けている施設が５箇所ある

が、老朽化が進んでいる。 

 ２施設については、施設を設置した経

過、周辺民間施設の設置状況や市の役割

等を考慮しながら、民間譲渡を含めあり

方を検討する。 

 現在、貸付けを行っている物件について

は、老朽化等に伴い躯体や設備に重大な

棄損が生じた場合には更新しない。 

 障がい者の方への日中活動の場を提供

する施設ニーズは高いが、今後は、行政

が直接施設を建てたり、老朽化施設を貸

すといった方式でなく、施設建設費や運

営費を補助する等の支援方式で対応す

る。 

人権・交流

施設 

 全般的に老朽化が進んでおり、今後、

老朽化に伴い修繕が増えると見込まれ

る。 

 施設における事業を整理し、老朽化や地

域性を十分考慮したうえで、統廃合を含

め、あり方を検討する。 
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幼稚園・幼

保園 

 幼稚園は定員に満たない施設が多い。 

 幼稚園は全般的に施設の老朽化が進ん

でおり、今後、修繕が増えると見込ま

れる。 

 幼保園は３園とも新設である。 

 「松江市における幼稚園・保育所（園）

のあり方計画」の内容を踏まえ、施設の

利用や管理状況を検証したうえで、小規

模園（児童数２０人以下）の統廃合、幼

保一元化を進める。 

 新しい施設は予防保全の観点で定期的

なメンテナンスを検討する。 

保育所  社会情勢の変化等から保育所の利用率

は高い。 

 今後、施設の老朽化が進むと、修繕が

増えることになる。 

 「松江市における幼稚園・保育所（園）

のあり方計画」の内容を踏まえ、施設の

利用や管理状況を検証したうえで、小規

模園の統廃合、幼保一元化や民間譲渡を

進めていく。 

児童クラブ  利用ニーズは増えており、今後も増え

ると見込まれる。 

 学校や公民館の一部に複合施設として

設置されている場合も多い。 

 学校・公民館への複合化や民間施設の借

り上げによって対応することを基本と

する。 

 

児童館等  利用者は固定的である。 

 施設は新しい。 

 

 地域の事情を踏まえ、公民館事業、児童

クラブ等の類似事業と連携を念頭に統

廃合を行う。 

診療所  建物の老朽化が進んでおり、今後、修

繕が増えると見込まれる。 

 施設を設置した経過、周辺民間施設の設

置状況や地域性を十分考慮したうえで、

可能な限り、関係者への譲渡を進める。 

本庁舎  本庁舎は、本館８,０７３㎡ほか６棟に

分散（計２０,４３９㎡）しており利用

者の便が悪い。 

 西棟（平成１７年築、２,８３７㎡）を

除き、全てが築３０年以上経過してお

り老朽化が進んでいる。特に、本庁舎

本館は、築後５０年以上を経過して老

朽化が進んでいる。 

 現在、庁舎整備のあり方について、耐

震補強・大規模改修とするか、建替え

を行うべきかの議論がなされている。 

 本庁舎は、いずれ、建替えを行わなけれ

ばならない施設であることから、整備手

法については、公共施設適正化の進め方

を踏まえて検討する。 

 整備に当たっては、PFI、PPP といった

手法により、民間ビルの賃借等、民間活

力の活用により、財政負担の平準化、軽

減を図る。 

 

支所  ８支所の建物が現存しており、合計で

２０,０９６㎡の延面積となっており、

本庁舎とほぼ同じ面積がある。 

 ８支所のうち、５箇所が３０年以上経

過して老朽化が進んでいる。 

 支所と公民館のあり方検討の中で、施

設の複合化や連携を検討しており、計

画的に整備を進めている。 

 支所と公民館のあり方検討を踏まえ、複

合化を進める。 

 公民館への機能集約に当たっては、子育

て施設等他分野の機能についても可能

な限り複合化・多機能化を図る。 
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消防署・出

張所 

 一部に老朽化が進んだ施設がある。  引き続き、署所の再編計画に基づき統廃

合を行う。 

学校  学校施設は公共施設の中で最も多くの

割合（３５％）を占めている。 

 児童・生徒数は、平成１５年度から平

成２５年度まで２,０９６人（１１％）

減少している。 

 保有学級数では、小中学校とも５０％

以上が小規模校となっている。 

 築３０年以上の建物が約１３ .９万㎡

（約４５％）となっており、他の公共

施設に比べて老朽化が進んでいる。 

 小中学校の耐震化は概ね終了し、今後

は老朽化に対する改修を計画的に行っ

ていく。 

 学校施設の老朽化に対しては、良好な教

育環境の整備に向けて、計画的に長寿命

化を図っていく。 

 年少人口の減少に伴い、地域によっては

複式学級になるなど極小規模の学校が

増えることが予想される。 

 適切な教育環境の実現を図ることを前

提に、児童・生徒数の状況と施設の老朽

化の度合いを見ながら、小中一貫校化の

推進も念頭に置いた統廃合も検討して

いく。 

給食 

センター 

 南学校給食センターをはじめ、施設及

び設備の老朽化が深刻となっているも

のもあり、修繕費も年々増大している。 

 光熱水費の支出が極めて多い。 

 学校給食センター再編整備計画を立て、

運営・維持管理等に関する民間委託の拡

大や大規模改修、設備更新時でのＰＦＩ

の導入等、民間活力の活用を図る。 

公営住宅  公営住宅の保有状況は、地域間に大き

な偏りがある。 

 市が保有している公営住宅の入居率は

比較的高い。 

 高齢者の割合が高まっている。 

 他の分野に比べて修繕費が圧倒的に多

い。 

 民間施設の借り上げを検討している。 

 県営住宅、民間住宅との競合や採算性を

見ながら、市営住宅の必要性を明確にし

たうえで統廃合を行う。 

 新規整備は行わず、市街地の空き家等を

有効に活用しながら、必要戸数を確保す

る。 

 老朽化した施設は、施設の廃止計画を作

成し原則廃止する。 

供給処理施

設（廃棄物

処理施設

等） 

 他の分野に比べて施設規模が大きく、

トータルコストも多額となっている。 

 運営・維持管理等に関する民間委託の拡

大を図る。 

各種施設

（斎場・墓

地・駐輪場

等） 

 斎場については、現在、直営で行って

いる。 

 駐輪場については、JR 等の公共交通機

関を中心に整備している。 

 運営・維持管理等に関する民間委託の拡

大を図る。 

 比較的自立して運営されている施設は、

可能な限り、利用主体へ譲渡する。 

 全般的には、周辺民間施設との競合や採

算性を見ながら、必要性を明確にしたう

えで、運営の見直しや統廃合を行う。 
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７．モデル事業 

・ 次年度以降、モデル事業の具体化へ向けて、その手法を再編イメージとして整理しました。 

 

《改善を実施していく際の再編イメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県
施
設

近隣市

文
化
ホ
ー
ル

交
流
イ
ベ
ン
ト

近隣市松江市

再編イメージ① ： 広域・市域対応施設の共同利用

現

状

改

善

案

県
施
設

近隣市

文
化
ホ
ー
ル

交
流
イ
ベ
ン
ト

近隣市松江市

共同利用
実施事業の分担等
共同運用の促進

 県施設、近隣市施設を含め、類似施設が多い。
 規模が大きく、今後老朽化が進行する。

 実施事業の分担等、共同利用・共同運用の促進と運営面の効率化
 地元利用が中心の交流イベント施設は、機能移転や利用団体へ譲渡 等

利用団体へ譲渡

類似施設が多く、機能
の重複がみられる
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生
活
圏
対
応

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

松江市

再編イメージ② ： スポーツ施設の学校との共用化

現

状

改

善

案

 体育館等スポーツ施設が多い。
 週1回以上の固定利用や、施設によっては夜間利用が多い。

 老朽化している体育館、武道館、プール等は、建替えを行わず、学校施設との共用化 等

市
域
対
応

中学校

小学校

地区
体育館

グラウンド

プール

体育館

生
活
圏
対
応

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

松江市

市
域
対
応

中学校

小学校

地区
体育館

プール

体育館

学校体育館
との共用化

学校体育館
との共用化

週1回以上利
用が約6割と

固定利用
夜間利用
が多い

週1回以上利
用が約6割と

固定利用

グラウンド
プールの
共同利用

プールの
共同利用
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民
俗
資
料
館

観
光
施
設

松江市

再編イメージ③ ： 観光施設・保養施設の改善

現

状

改

善

案

 温泉保養施設の中には、地元住民が週１回以上利用する割合が過半を占める施設もある。
 民俗資料館は、来場者数が少ない。

 採算性の見込める観光施設・温泉保養施設は、民営化等による運営の効率化
 民俗資料館は、機能移転等により施設廃止 等

温
泉
保
養
施
設

民
俗
資
料
館

観
光
施
設

松江市

温
泉
保
養
施
設

民営化等による運営の効率化
又は民間譲渡

ホール施設 公民館 支所 公民館

機能移転廃止 機能移転

来場者数が
少ない

地元利用
週1以上が5割

施設数が多い
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◆文科省設置基準より、学校の現状の空きスペースを試算すると

① 1校当たり児童数320人より、1校当たり標準規模 ≒ 5,100㎡（設置基準より試算）
② 松江市小学校の1校当たり平均規模 ≒ 5,299㎡ （①より+200㎡）
③ 200㎡×34校 ＝ 6,800㎡ ④ 同様に、中学校も試算すると、11,200㎡
⑤ ③＋④＝18,000㎡ ← 現状で、空きスペースがあると考えられる。

生
活
圏
対
応

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

松江市

再編イメージ④ ： 学校の多機能化・多目的活用
公民館の他施設との複合化、集約化

現

状

改

善

案

 学校施設は、他の用途に比べ老朽化が進行している。
 半数近くが小規模校となっている。

 老朽化施設の建替え・大規模改修時には、周辺施設と多機能化

市
域

中学校

小学校

集会所

支所

公民館

高齢者
施設

児童
クラブ

生
活
圏
対
応

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

市
域

中学校

小学校

集会所

支所

公民館

高齢者
施設

児童
クラブ

集約化
多機能化

集約化
多機能化

小学校・中学校公民館

2.5万㎡ 30.5万㎡

空き
1.8万㎡

人口減による
面積削減

集約化等
による削減

現状：

削減後：

老朽化が
進行している
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市
役
所

松江市

再編イメージ⑤ ： 庁舎を市の拠点施設へとして、複合化・空き時間の有効活用等

現

状

改

善

案

 本庁舎は築後50年を経過し、老朽化している。
 本館8,073㎡ほか6棟に分散（計20,439㎡）しており利用者の便が悪い。

 庁舎を市の新たな拠点施設へとして、複数庁舎の集約化、他機能との複合化や多機能化
 業務時間外の空き時間の有効活用 等

老朽化している。
分散している。

交
流

イ
ベ
ン
ト

ホ
ー
ル

保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー

松江市

民間
施設

コンビニ 郵便局

市
役
所

交
流

イ
ベ
ン
ト

ホ
ー
ル

保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー

福祉・ホール・図書
館機能等の複合
化・多機能化

民間事務所
ビルの活用

コンビニ・郵便局
等市民に身近な
施設との複合化

レストラン
金融機関
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モデル事業の検討

モデル事業②：学校多機
能型モデル

中心市街の学校を中心に
空き教室を有効活用し、
複合化・多機能化を図る。

モデル事業③：民間譲渡推進型モデル

温泉・保養施設等を中心に、経営の状況
を見極めながら民間譲渡を行い、民間の
施設として魅力あるサービスを期待する。

モデル事業④：庁舎

市の拠点施設として、
複合化・空き時間の有
効活用等

施設更新時に
複数機能の
集約化検討

中心部の学校施
設は多機能化に
よる有効活用

モデル事業①：地域再生系モデル

各地域ごとに公民館や学校を中心
に様々な分野の施設を集約化し、
まちの拠点整備を行う（マップでは
島根町を例示している）。
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モデル事業の検討

モデル事業②：学校多機
能型モデル

中心市街の学校を中心に
空き教室を有効活用し、
複合化・多機能化を図る。

モデル事業③：民間譲渡推進型モデル

温泉・保養施設等を中心に、経営の状況
を見極めながら民間譲渡を行い、民間の
施設として魅力あるサービスを期待する。

モデル事業④：庁舎

市の拠点施設として、
複合化・空き時間の有
効活用等

施設更新時に
複数機能の
集約化検討

中心部の学校施
設は多機能化に
よる有効活用

モデル事業①：地域再生系モデル

各地域ごとに公民館や学校を中心
に様々な分野の施設を集約化し、
まちの拠点整備を行う（マップでは
島根町を例示している）。
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８．ロードマップ 

・ 本基本方針を受けた今後の取り組みの工程を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等総合管理計画
へ移行（充実へ）

総合計画
前期実施計画 後期実施計画

次期基本構想(～38年度(仮))

基本方針・再編計画を次期総合計画へ反映

後期実施計画

当期基本構想(目標28年度）

推進体制

白
書
公
表

適正化事業の実施
（公民連携の推進、３～５年毎の計画見直し・ローリング）

モデル
事業
の設
定

推進体制
の構築・
強化

総合的保全
計画策定

庁内組織・有識者委
員会による検討

庁内横断的組織・住民協働
による具体事業検討

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

総合的保全計画の推進
大規模修繕・建替の優先順位付け、計画的実施、３～５年度毎見直し、進捗状況・財政状況等の反映、

予防保全による長寿命化

総合的保全計画を枠組とし、
財政と連動した、再編計画の推進

公共施設等総合
管理計画に必要
な資料策定

民間事業者提案による
適正化計画の推進

反映

反映

モデル事業
の

実行計画
策定

劣化状況
調査

住民等への説明の実施

委員会提言

先導的事業による
適正化計画の促進

モデル事業

総合的
保全計画

庁内検討会、

有識者委員会
設置

公共施設
適正化計画

基本方針
の策定

（分野別方向付け） 個別施設の
方向付け

適正化計画
の策定

（分野別・地
域別）

モデル事業の具体化
（市民合意形成、事業実施）
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公共施設等総合管理計画
へ移行（充実へ）

総合計画
前期実施計画 後期実施計画

次期基本構想(～38年度(仮))

基本方針・再編計画を次期総合計画へ反映

後期実施計画

当期基本構想(目標28年度）

推進体制

白
書
公
表

適正化事業の実施
（公民連携の推進、３～５年毎の計画見直し・ローリング）

モデル
事業
の設
定

推進体制
の構築・
強化

総合的保全
計画策定

庁内組織・有識者委
員会による検討

庁内横断的組織・住民協働
による具体事業検討

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

総合的保全計画の推進
大規模修繕・建替の優先順位付け、計画的実施、３～５年度毎見直し、進捗状況・財政状況等の反映、

予防保全による長寿命化

総合的保全計画を枠組とし、
財政と連動した、再編計画の推進

公共施設等総合
管理計画に必要
な資料策定

民間事業者提案による
適正化計画の推進

反映

反映

モデル事業
の

実行計画
策定

劣化状況
調査

住民等への説明の実施

委員会提言

先導的事業による
適正化計画の促進

モデル事業

総合的
保全計画

庁内検討会、

有識者委員会
設置

公共施設
適正化計画

基本方針
の策定

（分野別方向付け） 個別施設の
方向付け

適正化計画
の策定

（分野別・地
域別）

モデル事業の具体化
（市民合意形成、事業実施）
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委員長あいさつ 

 

私たちの身の回りには、学校、公民館、図書館、庁舎

などの公共施設や、道路、橋、上下水道などのインフラ

があります。 

 「できるだけ多く」の「できるだけ立派」な公共施設

やインフラが、「できるだけ身近」にあるのが「豊かさ」

だと考えがちです。 

しかし、今後、以前建設した公共施設やインフラが老

朽化し、崩壊する危険が高まっていきます。記憶に新し

い 2012 年 12 月の中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故に続いて、2013 年 2 月には浜松

市の第一弁天橋のワイヤーが破断する事故、同 10 月には東京麻布十番の歩道が 50ｍにわたって

崩落する事故など、私たちの生命にかかわるような事故が次々に起きています。いずれも老朽化

が原因とされています。 

老朽化の危険は、日に日に、しかし確実に高まっていくものです。私たちは、いずれは朽ちて

いく公共施設やインフラとともに生きているという事実を忘れてはなりません。 

しかし、単純に作り替えることもできません。最近、公共事業予算は大幅に減っているからで

す。税収が伸び悩む中で、社会保障費をねん出するために、公共事業費を減らしたからです。今

後も高齢化は進み、社会保障費は今以上に必要になっていきます。公共事業予算は今以上に厳し

い状況に追い込まれると考えなければなりません。 

もちろん、松江市も例外ではありません。松江市は、同じような人口規模の都市の中でも人口

一人当たりの量は多くなっています。減っていく予算で多くの施設を維持することは無理です。

単純に計算すると今ある施設のうちの約 6 割は維持できないことになります。市は、この事実を

重く受け止め、予算不足を解消するためには何をすべきかの検討に着手しました。私たち専門家

は、それぞれの専門の観点からこの要請に応えて検討を重ね、今回提言に至りました。厳しいと

お感じになるかもしれませんが、子どもや孫の世代につけを先送りしないようにするためになす

べき現在の世代の義務だと思います。 

さらに、会議の検討中に、国の政策が大きく転換しました。平成 26 年度以降、すべての自治

体は「公共施設等総合管理計画」という名称の計画を作ることが求められることになったのです。

1 月 24 日に総務省からの連絡文書で明らかになった同計画の指針（案）の概要によると、この

計画では、公共施設、道路、橋りょう、水道、下水道などの自治体の資産を、財政面も含めて維

持するための方法（統廃合、維持管理、更新など）を明らかにする必要があります。 

今回の検討は、そのまま、「公共施設等総合管理計画」の基礎に使うことができるよう、こう

した項目も検討しました。松江市民は幸運です。国に言われる前に問題の深刻さに気付いて方針

を転換し足を踏み出そうとしているからです。 

 

是非、手に取ってお読みいただきますようお願いします。 

 

松江市公共施設適正化基本方針策定委員会 

委員長 根本 祐二 
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松江市公共施設適正化基本方針策定委員会設置要綱 

 

（趣旨及び設置） 

第１条 本市の公共施設の現状について調査審議を行い、公共施設の適正化を

効果的かつ効率的に推進するための基本的な考え方をまとめた基本方針を策

定するために松江市公共施設適正化基本方針策定委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が

委嘱する。 

３ 委員会に委員長及び副委員長それぞれ１名を置き、委員の互選により定め

る。 

４ 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、委員会の所掌事項の処理が終わるまでの期間とする。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。 
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２ 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員

長が決するところによる。 

４ 委員会は、必要に応じてその会議への委員以外の者の出席を求め、説明又

は意見を聴くことができる。 

（報告） 

第５条 委員長は、委員会における検討結果を取りまとめ、市長に報告する。 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局は財政部管財課が担当する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２５年８月３０日から施行する。 

（経過措置） 

この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第４条第 1 項の規

定にかかわらず市長が招集する。 
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松江市公共施設適正化基本方針策定委員会委員名簿 

 

 

＜順不同＞ 

 

区分 団体名及び職名 氏名 備考 

学識経験者 東洋大学 経済学部 教授 根本 祐二 委員長 

学識経験者 
（まちづくり） 

松江工業高等専門学校 
地域共同テクノセンター長 

淺田 純作 副委員長 

学識経験者 
（財政） 

徳山大学 経済学部 准教授 齊藤 由里恵  

学識経験者 
（金融・政策） 

（株）日本政策投資銀行 
  松江事務所長 

岡本 啓  

学識経験者 
（地域経済） 

（株）山陰経済経営研究所 
  地域振興部長 

泉 洋一  
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松江市公共施設適正化基本方針策定委員会の検討経過 

 

 日   時 場   所 内      容 

第1回 平成 25 年 9 月 3 日 

16 時～ 

ホテル白鳥 

「千鳥」 

・委嘱状交付 

・市長あいさつ 

・委員長及び副委員長の選出 

・委員長あいさつ 

・松江市の公共施設の現状について 

・公共施設適正化の進め方について 

・基本方針の策定に向けて 

 

第2回 平成 25 年 11 月 26 日 

10 時 30 分～ 

島根県市町村振興

センター 

「大会議室」 

・市民アンケート実施状況について 

・公共施設利用者アンケート実施状況について 

・基本方針素案について 

 

講演会 平成 25 年 11 月 26 日 

13 時 30 分～ 

島根県市町村振興

センター 

「大会議室」 

【演題】 

「なぜ公共施設マネジメントは必要なのか」 

～物理的崩壊と財政破綻を避ける勇気～ 

【講師】 

東洋大学教授 根本祐二 氏 

 

第3回 平成 26 年 2 月 21 日 

13 時 30 分～ 

島根県市町村振興

センター 

「中会議室」 

・市民アンケートの結果報告について 

・基本方針について 

・用途別の実態把握及び方向性について 

・今後のスケジュールについて 

 

第4回 平成 26 年 3 月 20 日 

13 時 30 分～ 

松江市役所 

第 2 常任委員会室 

・基本方針（案）の決定について 

・提言について 
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参考事例集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 公民連携（PFI、PPP）の事例

概 要

写 真

近隣の公共施設移転に伴い余裕ができた庁舎駐車場を有効活用し、コンビニエンススト

アを誘致。土地賃貸収入を得るとともに、24時間年中無休の公的サービスの提供も可能

となる。

庁舎敷地を普通財産に切り替え、事業用定期借地契約（契約期間約15年5月）を締結。

建物は、出店者が建設しているため、誘致にあたって市の負担はない。市有建物を使用

しないコンビニエンスストアが庁舎敷地内に存在するのは全国で初めて。

土地賃借料収入は、築40年以上経過し、老朽化している庁舎の維持補修に充当する。

店舗で実施している公的サービス

・市刊行物の販売

・図書館貸出本の返却受付

・市文化会館公演チケットの販売

・住民票の受渡し（電子ロッカーによる独自方式）

・観光協会推奨品等の販売（秦野市観光協会の事務所を併設）

・地場産野菜等の販売（秦野市都市農業支援センターの協力による）

① 庁舎敷地を活用したコンビニエンスストアの誘致【神奈川県秦野市】

・

・

・

・

・

（秦野市ホームページ）

概 要

効果等

余裕のある保健福祉センター１階ロビーを有効活用し、郵便局を誘致するとともに、「地

方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」に基づき、住民票な

どの証明書発行業務を委託。建物賃貸料を得るとともに、公務員を雇用しないで公共

サービスのネットワーク充実及び拡大を図る。

地方自治法第238条の4第2項第4号に基づく行政財産の貸し付けを行う。（平成24年7月
31日付けで賃貸借契約締結）

誘致した郵便局においては、通常の郵便業務のほか、住民票、戸籍謄抄本等、諸証明

書の発行業務を行う。

賃貸料収入は、公共施設整備基金へ積立てを行い、公共施設の維持補修及び更新のた

めの財源に充てる。

② 保健センターに郵便局を誘致、一部業務委託【神奈川県秦野市】

・

・

・

・

開店日：平成19(2007)年12月20日

開店日：平成24(2012)年10月29日

• 連絡所より安いコストで住民票等の交付を実施

• 賃貸料は、基金に積み立て、計画的な維持補修に
充当

• 福祉の拠点に、誰にでも使いやすい郵便局を開設
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概 要 武雄図書館では、平成２５年４月１日より、民間事業者の指定管理による図書館運営が

始まった。運営会社は、 TSUTAYAの運営会社「カルチュア・コンビニエンス・クラブ」。

図書館内には、書籍販売や音楽・映像レンタルショップのTSUTAYAやスターバックス

コーヒー店が出店。100席以上の席には、貸出前の本も持ち込める。

貸出対象を日本国内居住者に拡大し、図書館の開館時間の延長（9：00～21：00）、休館

日を廃止（365日開館）している。

③ 指定管理者による図書館運営【佐賀県武雄市】

・

・

・

これまでの
取組み

概 要 オガールプラザは、10の民間テナント（飲食･物販･医療･教育系）と､紫波町が運営する情

報交流館（図書館･地域交流センター）で構成される『官民複合施設』で、長期にわたり未

利用となっていた駅前の町有地に整備された。

SPCであるオガールプラザ（株）が町から事業用定期借地を行い建物を整備し、完成後、

情報交流館（地域交流センター、図書館）部分を紫波町に売却した。

オガールプロジェクトでは、民間のアイディアを用いて紫波中央駅前町有地を整備するこ

とによって、町の中心部が賑わう仕組み、そしてそこから町全体に経済活動が波及する

仕組みをつくり、持続的に発展するまちを目指している。

④ PREと民間機能の合築【岩手県紫波町】

・

・

・

（オガールプラザホームページ）

（武雄市ホームページ）
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概 要 愛知県西尾市では、公共施設再配置の際に、新ＰＦＩ方式として「サービスプロバイダ方

式」の採用を計画している。

運営維持管理を担当する地元企業が主体で特別目的会社（ＳＰＣ）を構成するＰＦＩ方式

で、実現すれば日本初試行となる。

公共サービスを提供する地元運営会社が主体となるＳＰＣを構成することにより、良質な

サービスの提供と、地域事情などに精通した地元企業の参画を促すことを目的に実施す

る。

この方式では、ＰＦＩ事業者選定の際に、設計⇒企画⇒維持管理⇒施設運営 などを担当

する企業でＳＰＣを構成する。選定されたＳＰＣは提案に基づき、包括的マネジメントを金

融機関からのプロジェクトファイナンスを受けて請け負う。建替え事業を実施する際には、

ＳＰＣが自治体と協議しながら建設会社などに業務委託して施設整備を行う。

⑤ 新ＰＦＩ方式の適用検討【愛知県西尾市】

・

・

・

・

これまでの
取組み

西尾市は、2011年度に一色町と吉良町、幡豆町の３町が合併して以降、公共施設の再

整備に取り組んでいる。

14年度から18年度までの５年間を第１次実施期間とする「（仮称）西尾市公共施設再配

置実施計画」の策定に向け準備を進めており、体育館や公民館など約30施設での大規

模な再配置に新方式の活用を検討している。

13年10月8日に、地元企業向けに同方式の説明会を実施した。

・

・

・

（建設通信新聞13.9.24）

概 要 香川県まんのう町では、同町が所有する本庁舎や各支所、老人福祉センター、火葬場、

給食調理場、体育館など６５カ所の「公の施設」の保守点検業務を大成サービス（東京都

中央区）に一括委託している。

施設内容が多岐にわたる上、これほど多くの施設の保守点検業務をまとめて外部委託

するのは珍しく、行政改革を目的とした自治体ＰＰＰ（公民連携）のモデルとして注目され

ている。

対象とする業務

・施設警備業務

・防火設備保守点検業務

・電気設備保守点検業務

・空気調和設備保守点検業務

・自動ドア保守点検業務

・防虫駆除業務

・清掃業務

⑥ 保守点検業務の一括委託【香川県まんのう町】

・

・

・

（まんのう町ホームページ）

・ 包括委託施設

・本庁舎、支所、出張所

・老人福祉センター、診療所

・火葬場、リサイクルステーション、浄水場、ポンプ場

・小学校、中学校

・幼稚園、保育所、児童館

・学校給食調理場

・ふるさと資料館

・公民館

・文化ホール、勤労青少年ホーム

・体育館、武道館

・公園 等
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概 要

施設の
特 徴

施設概要

・
・
・

・

小中一貫教育を行う全国初の公立学校（施設一体型・9年制）で、平成18年4月開校
日野学園の１階及び地下フロアは、一般開放ゾーン
１階の温水プールは、学校の未利用時に一般開放される。床は稼動床式で、水深変更が
可能
地下部分は、日野学園の学校体育館（地下２階）と品川区立総合体育館（地下１・２階）が
別々に配置されている。

所 在 地

校 地 面 積

延 床 面 積

構 造

工 期

建築総事業費

事例 学校施設の多目的活用（共用化による効率化・利用率向上）

① 区分所有【品川区立小中一貫校日野学園】

東京都品川区東五反田2-11-1
10,178.8㎡
17,204.6㎡

約49億円（総合体育館除く）

□ 施設概要

小中一貫校日野学園 品川区立総合体育館

屋上
６階
５階
４階
３階
２階

太陽光発電設備、庭園、水田、畑
ﾗﾝﾁﾙｰﾑ、理科室、音楽室、和室
ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ、教室（8・9年生）
教室（5～7年生）
職員室、教室（3・4年生、心身障害学級）
グランド、校門、保健室、音楽室、
教室（1・2年生）

１階 日野学園温水プール 総合体育館受付、ﾛﾋﾞｰ

地下１階 卓球室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室、
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ室、会議室等

地下２階 学校体育館、武道館 競技場（アリーナ）

 

日野学園体育館

アリーナ

温水プール

（１階） （地下１階） （地下２階）

温水プール トレーニングルーム アリーナ

（参照：品川区スポーツ協会HP）
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概 要

施設概要

西川小学校は、過疎、少子化に伴い小学校の児童数が減少していため、町内の睦合・

西山・水沢・川土居・沼山の5つ小学校を1校に統合して、平成24年4月に開校した学校。

西川小学校 図書館は、一般開放しており、図書館が町民と児童の交流の場となってい

る。

学校には100台以上駐車できる駐車スペースを確保しており、入学式等の行事のとき

は保護者が使用するが、普段は図書館を利用する町民が利用できるようになっている。

5つの小学校が統合したため、スクールバスで巡回して登下校をしており、順番の早い

生徒と遅い生徒で1時間近く差がある。生徒の中には、保護者が車で送迎している場

合もあり、そのような待ち時間を図書館で過ごすなど、待合わせ場所としても活用され

ている。

小学校を統合後、子どもたちがいなくならないようにという住民の要望に応えるコミュニ

ティづくりの空間にするため、図書室を図書館にした。

閲覧室も立派で、コンピュータが充実しており、図書館の利用者数が以前よりも増加し

た。

② 図書館の共用化【山形県西川町立西川小学校】

・

・

・

・

・

＜西川小学校＞
• 敷地面積 49,609.77㎡
• 建築面積 4,811.98㎡
• 延床面積 6,977.00㎡
• 地上2階 塔屋1階

＜西川小学校図書館＞
• 開館時間：9:00～18:00
（土・日・祝日は、17:00まで）

• 休館日:毎週水曜日・年末年始・特別整理期間

概 要
・

・

・

・

・

愛知県半田市の総合型地域スポーツクラブである「成岩スポーツクラブ」は、NPO法人を

取得し、指定管理者制度導入以前の2003年より成岩中学校の新設体育館とクラブハウ

スの運営を受託していた。2006年４月からは、同施設の指定管理者に指名されている。

市立成岩中学校では、体育館の建替えに際して、敷地内に中学校の体育館を兼ね備え

た地域住民が共同利用できるクラブハウスを整備した。

このクラブハウスは、屋上を活用した人工芝の多目的コート、エントランスホールやラウ

ンジからグランドとアリーナを一望できる設計で、憩いの場としてのカフェやラウンジ、ま

た和室や会議室、更にはジャグジー付の浴室や機能的な更衣室を備えている。

建設費用約9億7,000万円、屋上を含めて約5,000㎡の建物は、土地は学校内であるも

のの学校施設ではなく社会体育施設として建設された。

スポーツクラブは、中学校の部活動がない土日にスポーツの場を提供し、世代を超えた

地域住民が利用できる仕組みとなっており、会員数2,600人のスポーツクラブ活動と学校

の体育の授業や部活動が両立しているという珍しい事例である。

③ 学校施設への指定管理者制度導入事例【NPOソシオ成岩スポーツクラブ（愛知県）】

備品の
区分け

・

・

体育館内の備品の購入資金は、半田市とNPOの予算からとなる。半田市の予算で購入

した備品は、学校及び社会体育施設の所有となり、成岩中学校の授業で使用できることは

もちろん、スポーツクラブの会員も使用できる。

NPOの予算で購入した備品は、スポーツクラブ会員の会費で購入するため、授業では

使用不可となり、会員のみの使用となる。
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